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○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。ただ今から本日の会議を開きます。 

日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。通告順に発言を許します。通告順６、

堤理志議員の①令和７年度の予算編成について、②図書館往復専用タクシー補助につい

て、③本町の治安強化の必要性についての質問を同時に許します。 

１３番、堤理志議員。 

○１３番（堤理志議員） 

皆さん、おはようございます。それでは早速質問をさせていただきます。まず１番目、

令和７年度の予算編成について質問をいたします。自治体の存在目的は、地域のことは

地域で決めることと、地方自治法第２条にある住民の福祉の増進を図ることと認識をし

ております。辞書で福祉を調べますと、幸福、生活の安定や充足といった意味であるこ

ととしております。本町は、幸福度日本一のまちづくりを標榜しております。そうした

意味でも地方自治の本旨に基づいて幸福度を高めていく努めがあり、議会としても住民

福祉の向上を追求していく必要があると考えます。現在、国際的に政情不安定の中で可

処分所得が物価の高騰に追い付かない下で、町民生活をいかに守り、住み続けたいと思

っていただける行政運営が必要と考えています。隣町の時津町は、常に切磋琢磨する良

きライバルであると思います。今年度の当初に時津町長が発表した令和６年度施政方針

に目を通しましたが、本町を強く意識した施策を講じていると感じました。その一つは、

生活困窮者へのファイナンシャルプランナーによる納税相談の充実であるとか、健康ポ

イント制度、こういった制度は、長与町の良い点を取り入れております。また、高齢者

交通費助成事業の拡充、健康奨励金の支給、学校給食における物価高騰に伴う食材費増

額に対する保護者の経済的負担をかけないための補助を当初予算から計上するなどは、

住民福祉で本町を上回りたいとの意気込みを感じました。令和６年度、本町は町長選挙

に伴って当初予算は骨格予算でありましたが、令和７年度の予算編成に当たっては、町

長が目指す幸福度の向上をさらに具体的に打ち出す予算であってほしいと考え質問をい

たします。１点目、高齢者の外出機会の増加を目的に、時津町並みに抜本的なこうした

制度の拡充を検討する考えはありませんか。２点目、７７歳到達者に支給していた長寿

祝金は廃止となりましたが、後期高齢者の出発点である７５歳到達者に、ここはすいま

せん、字を間違っておりまして、激励金ではなくて奨励金に訂正をお願いしたいと思い

ますが、奨励金の創設を検討する考えはありませんでしょうか。３点目、来年度も物価

高騰が継続する可能性が高いと予想されることから、給食食材費の物価高騰相当額補助

を当初予算から検討する考えはありませんでしょうか。 

次に２番目、図書館（複合施設）往復専用タクシー補助について質問をいたします。

複合施設の設計がほぼ固まりソフト面の検討が開始されていると思います。建設予定地

が周辺より標高があるため、私そして複数の同僚議員から高齢者や障害者も公平に利用

できる対策を要求する意見が上がっております。町も対策の必要性は否定していません



ので、検討しているさなかだというふうに考えます。そこで一つの提案ですが、車の免

許証を返納した高齢者や運転が不可能な障害者など一定の要件に当てはまる町民に対し

て、年間４８枚、これは月に２回往復する、借り行くことと返すことを想定しているわ

けですけれども、こうした複合施設往復専用のタクシー補助制度を提案をいたします。

前向きに検討ができないか、お伺いをいたします。 

３番目は、本町の治安強化の必要性についてであります。大都市部で頻発している凶

悪犯罪、そして詐欺電話、不審者、催眠商法可能性事案が近年、本町でも発生している

ように思われます。このような状況に鑑み、より踏み込んだ住民への注意喚起、警察と

の連携強化が必要と思われます。詐欺、不審電話などについては、被害防止を目的に自

治会、老人会、各コミュニティにおいて、事例の紹介それらへの対応方針など対策をさ

れているとは思いますが、さらに強化ができないか、この見解を伺います。以上よろし

くお願いいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さん改めておはようございます。今日最初の質問者であります堤議員の質問にお答

えをしたいと思っております。１番目３点目の質問につきましては、所管をしておりま

す教育委員会から回答をいたします。私からは１番目１点目、２点目と２番目、３番目

のご質問についてお答えをいたします。まず１番目１点目でございます。令和７年度の

予算編成につきまして、高齢者の外出機会の増加を目的に抜本的な制度の拡充について

というお尋ねでございます。現在、本町が行っております高齢者交通費・健康づくり助

成事業の目的としましては、高齢者の社会的活動の参加の機会を増やすことで生きがい

を高め、ひいては介護予防につなげることでございます。対象者の条件は、本町に住所

を有するものでありまして、その交付する年度におきまして満７０歳以上であるものと

するというもので、全ての７０歳以上を対象者としておるところでございます。議員ご

提案の時津町の制度につきましては、対象者とする条件が７０歳以上で運転免許証をお

持ちでない方に対し、助成する制度となっているようでございます。本町では令和４年

度に見直しを行った事業でございますので、制度拡充は現段階では考えておりません。

しかしながら、今後につきましては、厳しい財政状況も勘案しながらではありますけれ

ども、時代に即した効果的な事業となるように町民のご意見や近隣自治体の制度も総合

的に検討してまいりたいと、そのように考えております。次に２点目の７５歳到達者に

奨励金の創設についてのご質問でございました。７７歳到達者への長寿祝い金廃止につ

きましては、高齢者に関するニーズが多様化している中、ご高齢者の外出の機会や健康

づくりを支援することを目的として、７０歳以上のご高齢者を対象に高齢者交通費・健

康づくり助成事業を拡充することとしたため、現在のところはこれに代わるお祝い金は

考えていないわけでございます。しかしながら先ほど申し上げましたとおり、高齢者に



関する施策につきましては時代に即した効果的な事業となるように、町民のご意見や近

隣自治体の制度も参考に総合的に検討してまいりたいと、そのように考えております。  

大きな２番目、図書館（複合施設）往復専用タクシー補助についてでございます。現

在、自動車運転免許証を自主返納したご高齢者に対し、長与町高齢者運転免許証自主返

納奨励事業として、自家用車に代わる移動手段である路線バス等で使用できるエヌタス

Ｔカードを交付をしておるところでございます。また、運転することが難しい障害者な

ど一定の要件に当てはまる町民に対しましては、長与町障害者福祉タクシー利用券およ

びガソリン利用券交付事業として、タクシー料金の一部助成や自家用車利用の方には、

ガソリン代の一部助成を行っております。このように図書館限定ではございませんが、

利用が可能な同様の助成制度が存在をしております。そのため個別の施設を限定とした

補助制度については、現在のところ考えていないところでございます。 

３番目の本町の治安強化の必要性についてのお尋ねでございます。詐欺、悪質商法な

どの対策といたしましては、警察と連携の下、毎月広報で最新の手口を紹介するほか、

被害拡大の恐れがある場合は、防災行政無線やＳＮＳを効果的に活用し、被害防止に努

めているところでございます。また、自治会等の団体を通じまして消費生活出前講座の

実施につきましても、積極的な申し込みをお願いしておるところでございます。特に今

年度は８月に民生委員児童委員の皆さまに講話を実施したことにより、その後、例年よ

り多くの団体にお申し込みをいただいている状況でございます。この消費生活出前講座

では、悪質商法やニセ電話詐欺をはじめ、それに付随する犯罪の手口もお話しさせてい

ただいておるところでございます。今後も引き続きさまざまな手段を通しまして、あら

ゆる犯罪からの被害を防止する情報発信等により注意喚起を行うなど対策を強化するこ

とで、被害防止に努めてまいりたいと考えております。私の方からは以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

金﨑教育長。 

○教育長（金﨑良一君） 

１番目３点目、給食食材費の物価高騰相当額補助についてのご質問につきましてお答

えいたします。令和６年度の学校給食費につきましては、本年２月の学校給食運営委員

会におきまして、児童生徒に必要な栄養価を満たし、食材の価格高騰を考慮した適正な

学校給食費についてご審議いただき、その結果を受けまして令和５年度より１食単価を

３０円値上げし、小学生の１食単価を２７５円、中学生の１食単価を３３２円といたし

ました。この値上げにつきましては、本年３月議会におきまして令和６年度の当初予算

にてご承認いただくとともに、学校給食費の負担者である児童生徒の保護者の皆さまな

らびに学校関係者にも周知し、ご理解をいただいておりました。令和６年度は子育て世

帯の支援に充当可能なコロナ交付金がございましたので、それを財源に本年６月議会の

２号補正におきまして、児童生徒の１食当たり３０円の値上げ分を補助し、保護者の皆

様からは令和５年度と同額の学校給食費を徴収して、学校給食を運営しております。し



かしながら、学校給食費の決定後、明らかになった飲用牛乳の値上げに加え、野菜や精

肉等の生鮮食料品や米の価格高騰は予測を大きく超え学校給食の安定的な提供に苦慮し

ております。昨今の物価高騰により生活費や教育費の捻出にご苦労されている子育て世

帯が少なくないことは、教育委員会も重々承知しておりますが、令和７年度の学校給食

費につきましては、さらなる値上げを検討せざるを得ない状況であることをご理解いた

だきたいと存じます。なお、コロナ交付金につきましては、今後新たに交付される予定

はなく、現段階では令和７年度の学校給食費の補助に資する財源はございません。従い

まして、現段階では物価高騰相当額の補助を当初予算から検討する考えはございません

が、今後、国庫により子育て世帯の支援に充当可能なその他交付金等がございましたら、

給食費の補助に活用できないか探ってまいりたいと存じます。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

そしたら再質問をいたします。今回の質問に至った経緯を簡単にちょっと説明をさせ

ていただきたいと思うんですが、先日、偶然今年度４月に発行された時津町議会広報を

ちょっと見る機会がありまして、それを見ておりますと、令和６年度の当初予算の議員

と執行部側の質疑の状況が書かれておりました。その中で交通費助成とか高齢者の奨励

金の政策の打ち出しを見まして、随分隣の自治体とこの辺りは違っているんだなという

ことで、ある意味ちょっと驚きを感じておりました。さらに私もちょっと気になりまし

て、時津町長の施政方針がインターネット上に掲載されておりましたのでその中を読ん

でおりますと、先ほど上げました交通費助成と高齢者の奨励金の他に、学校給食につい

てもこの物価高騰の中で保護者に経済的負担をかけることなく、栄養バランスの取れた

給食を提供したいというトップのそういう考え方から、食材費の購入の補助をするとい

うことが書かれてありました。私は冒頭にも申し上げましたとおり、これは時津町が恐

らく長与町に追い付き追い越そうということで、そういうやっぱりライバル、一つのラ

イバル心を持って対応されてるなというふうに思いまして、それならそうということで、

やっぱり長与町もそれにぜひ負けないように手だてを打ってほしいという思いから、そ

ういう思いから質問をさせていただいた次第であります。それからちょっと過去の経緯

をご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、この高齢者の交通費・健康づくり助

成事業について、このいきさつなんですけれども、これまで敬老祝い金１００歳と７７

歳に出していた分を一部減額したり、あるいは７７歳の分はもうなしにするというふう

にして財源を捻出して、バス券、タクシー券、入浴施設の利用券等、この３つから選ん

で利用できるというふうにしました。これは当時１,５００円、年額１,５００円だった

ものが２,５００円に上がったということで、その分は敬老祝い金は削減したけれども、

そういった助成を拡充しましたよということだったというふうに思って、このときも実

はもうご承知のとおり議会の中でももう大変紛糾しまして、もうこれは恐らく否決にな



る、もうほぼほぼ否決になる状況だったのがちょっといろいろありまして、何とか可決

になって、私反対したんですけども、可決になってこれが通ったという状況がございま

した。それから一方時津町を見ますと、７７歳に支給されていたこの長寿祝い金は１万

円ですね。これを７５歳に繰り下げて、これからぜひ後期高齢者の入口ですけども、頑

張ってほしいというような趣旨から繰り下げたということが、条例に、目的として条例

に記載がされておりました。これは高齢者の交通費助成事業は８,０００円だったものが

９,０００円に増額して、免許を持たない７０歳以上の町民もしくは長崎バスの支払いに

利用できるエヌタスカードかＶポイント、エヌタスマネーに９,０００円分を付与すると

いうサービスであります。ちょっとここまでざっと時津と長与の経緯的なものを紹介さ

せていただきましたが、この認識で基本的にこういうものだということを私説明しまし

たけど、この点については、おおむね間違いがないものかどうか、確認をさせていただ

ければと思いますが、分かる方どなたかいかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

川内福祉課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

私の方でも時津町の施政方針の方を読ませていただきました。また、高齢者の交通費

助成、あと敬老祝い金、健康奨励金の方でございますが、こちらの方には時津町の実施

している高齢者福祉事業一覧の方にも令和６年４月１日現在からということで、掲載が

あったことを確認しております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

この一連の流れというのはほぼそのとおりだということで、共通認識ということで理

解をいたしました。そして、もう一つやっぱり今大事なのは、移住定住を時津、長与、

長崎市でいかに人口流出を食い止め、とどまっていただけるかということがやっぱり大

事な課題になってるというふうに思いますので、長与町も教育であるとか、子育て支援

はやっぱり一歩抜きん出て頑張ってらっしゃると。そういう点は当然あるということは

もうＰＲして、私たちもＰＲをしておりますので、劣っているというか、かなっていな

い点については指摘をしますけども、そうじゃない先進的な部分もあるというのは、重々

承知をしているわけであります。長崎市の移住サポートのホームページ、長崎移住ナビ

というものがありますけれども、この中でちょっと私も気になって時津町のＰＲのペー

ジを見ますと、そこに中ほどの見出しのところに、目指すのは誰もが住みたい、住み続

けたい町、進化を続ける文化の町と書いてありました。つまり移住してもらうきっかけ

だけではなくて、住み続けたい、継続して住みたいというコンセプトを時津町はうたっ

ております。恐らくこの住み続けたいという中で、長年住んでいただいた高齢者にもち

ゃんとサポートをしますよっていうところで、先ほど申したような高齢者のサポートも



対策を打ち出して、ぜひ時津に住んでほしいという、そういうことなのかなというふう

に私は理解をいたしました。この交通費助成の違いのことが、実は私も何人かの住民の

方から「時津町と金額が違うよね」という、「何とかならんとね」というような声をち

らほらいただいて、「そうなんですよね、もちろんいろいろと利用できる区分が区分け

が違ったりというのもあるんですけど」っていうような説明はするんですが、やっぱり

ちょっと金額の差がかなりあるもんですから、住民の方はそこを見て「何とか時津並み

にならんとやろうか」というような声があるんですが、役場の方にそういった声という

のは上がってきてないのかですね。住民の方から上がってないのか、この辺りはいかが

でしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

福祉課長。 

○福祉課長（川内佳代子君） 

役場の方におきましては、窓口等で健康づくり助成事業の方の交付を行っているとこ

ろでございますが、こちらに取りに来られる方からのお声といたしましては、全然ない

とは申し上げることはできないかとは思いますけれども、今回令和４年度に１,５００円

から２,５００円に上げさせていただいた件についての上がったからっていうことのお

声の方を多く聞くような状況になっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

分かりました。今の町長の答弁でも見直さないわけではなくて、今のところはこれで

いくけどもやっぱり時代に応じて総合的に判断をしながら検討をしていくという答弁で

すので、ぜひ検討をしていただきたいというふうに思います。一つはやっぱりはっきり

言ってそれを見て私もちょっと長与町民でもありますし議会にもおりますので、ちょっ

とこういう点で差をつけられるとある意味悔しい思いをしまして、皆さんもやっぱり悔

しいなと思っていただきたいなと思うんですよね。負けてなるものかと。やっぱり一つ

は財政の問題もあろうかと思いますが、財政のことはまた後でちょっと触れさせてもら

うとしまして、ぜひ圧倒的に長崎市や時津町の方がここの交通助成なんかは大きいよね

ということになると、やっぱり移住先、定住先が長崎市や時津町の方に行ってしまうと

いうことにはならないような方向のためには、こういったものも平準化というか、して

いく必要があるということを申し上げておきたいと思います。それから学校給食ですけ

れども、大変厳しいということで値上げを検討せざるを得ない状況じゃないか、令和７

年度は。コロナ交付金もないということでありますけれども、ただ、その他交付金が国

の交付金などがあればぜひっていうところでなんですが、利用できる交付金があれば極

力値上げは抑えたいというのは教育委員会の考え、これ確認したいんですが、そういう

考えなのかどうかですね。お願いします。 



○議長（安藤克彦議員） 

鳥山教育委員会理事。 

○教育委員会理事（鳥山勝美君） 

その他交付金がございましたら、これは教育委員会だけっていうわけにもいきません

ので、庁内での協議等々、その交付金をいかに活用していくかという協議が必要となり

ますが、教育委員会としましては、子育て世帯の支援に充当可能な交付金であれば給食

費の補助を検討してまいりたいと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

そこでちょっと私が仕入れた情報なんですが、１１月２２日に内閣府の地方創生推進

室とデジタル庁の連名で、都道府県と市町村宛てに重点支援地方交付金の追加について

と、なんか首を前に振っておられるのでご承知かと思いますが、そういった文書が発出

されているというふうに理解をしております。その中でこれもちょっと確認をしたいん

ですが、可能な限り早期の予算化に向けた検討を速やかに進めてほしいと。急いで予算

化の検討をしてください。まだ国会で採決をされてないけれども、準備はどんどん進め

てくださいねというふうに言われております。その中に推奨メニューの中に物価高騰対

策のための項目で、小中学校の学校給食費の支援ということが具体的に推奨メニューの

中に明示されておりますので、ぜひこれをやはり手を挙げて長与町として予算化したい

ということで、明確にする必要があるんじゃないかと思いますが、この点はいかがでし

ょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

荒木企画財政部理事。 

○企画財政部理事（荒木隆君） 

今議員ご指摘のとおり１１月２２日にそういった文書が発出されて、国の方でも国会

の予算の中で今議論がなされているという情報が入っております。まだその予算規模っ

ていうものが６,０００億円程度だろうという情報ぐらいしか入っておりませんで、本町

に幾らそれが配分されるのか、あと詳細な重点支援、地方交付金のメニュー、推奨メニ

ューを一定示されておりますけれども、これが今後確実なものが出てくると思います。

それに先立って検討をということでございましたので、本町におきましても内部でどう

いった事業が考えられるか、給食費の支援も含めて全庁的に今検討しているというとこ

ろでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

もちろん物価高騰対策というのは学校給食費だけじゃなくて、その他のことでもいろ



いろ考えないといけないので、割り振りの問題はあろうかと思います。国は早期に予算

積算をして、準備をどんどん前向きに進めていってくれというふうに言っているので、

言ってるということと。それから今年もそうだと今度もそうだと思うんですけれども、

３月議会に提出される補正予算は、次年度の令和７年度の予算とある意味一体的に予算

としては別々ですけど、実質的な町の財政運営としては一体的にそれが運営されるって

いう面もありますので、ぜひ補正予算と本予算と一体的な中で、この学校給食費を何と

か物価高騰分を捻出できないのかと。その辺りを総合的に検討するということは考えら

れないか。この辺りはいかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

企画財政部理事。 

○企画財政部理事（荒木隆君） 

今ご指摘いただいた部分についても併せて当初予算、あるいは今年度の補正予算とい

う形での検討を行っているところでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

ぜひいろんな財政の取り合いも他にもありますけども、ぜひ教育の町で売っていると

いうこともありますし、時津町もそっちで頑張るならうちは教育の方で頑張るぞという

ようないろんなやり方もあると思うので、ぜひこの辺りも努力をしていただきたいとい

うふうに思います。それから財政問題についてなんですけれども、９月の決算審査のと

きの総務委員会の中で、財政課長と決算剰余金の問題で若干議論のやりとりをいたしま

した。この中で私と課長のやりとりっていうのが大まかに言いますと、一般会計決算で

決算剰余金が１０億円ほど余りましたねと、そのうち法定の基金繰り入れというのが５

億円ほどありますが、それを差し引いても５億ほどが残って、こうした余力をやっぱり

かたく見積もって余力を残すというのは家計でもそうですし、一定そういうのが必要だ

ということも私も分かりますよと言った上で、しかし、ある意味でせっかく余った分は、

いや余った分はというか、そういうものがあるんだったら逆に言えばもっと住民サービ

ス、住民福祉の向上に役立てるということはできなかったんでしょうかねという質問を

いたしました。これに対しまして財政課長の方から大きく二つの点が答弁がありました。

一つは、長与町の財政は単年度の実質収支でいきますと赤字であるんですよと。要する

に基金を取り崩していってるというのが一つは実態としてありますということです。そ

れからもう一つは、財政課の考えとしては、この実質収支、要するに剰余金ですね。余

剰金というか剰余金というか、これを多く取っておきたいという考えは全くございませ

んと。ここ何年か１０億円ぐらいで推移していますけども、この金額は非常に多いと思

っておりますと、やっぱり多いなと。「私たちもここが少なければもっと他のサービス

に回せたんじゃないかと思ってます」という答弁があっておりますよね。ちょっとこれ



もちょっと議会前にそのやりとりしましたよねって確認したんですが、課長、こういう

やりとりがあったことは間違いないですよね。 

○議長（安藤克彦議員） 

北野財政課長。 

○財政課長（北野靖之君） 

今まさしく堤議員が言われたとおり間違いはございません。説明をさせていただきま

すけども、議員ご指摘のとおり実質収支額ですね。これはここ何年かはおよそ１０億円

ぐらいで推移をしておりまして、多い状況でございます。結果として多く余っている状

況ではございますけれども、おっしゃるとおり所管課としましては、実質収支額を多く

取っておきたいとか、また、多く余らせたいという考えは全くございませんで、なるべ

く実質収支額を少なくして、もっと当初予算時点で予算の配分ができないかと考えてお

ります。ただ一方で、単年度収支と実質単年度収支につきましては、今おっしゃってい

ただいたとおり、マイナス、いわゆる赤字でございまして、基金を取り崩さないと予算

を編成できない状況が続いておりますので、財源に余裕があるというわけではございま

せん。実質収支額およそ１０億円ですね。これが多くてたくさん余ってるように見える

かもしれませんけれども、単年度で見た場合はマイナスでございます。そのバランスを

考えながら今議員おっしゃっていただいたより多くの住民の皆さまの福祉の向上サービ

スを提供できるように、適正な予算の配分に努める必要があるかなと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

全くそのとおりですよね。私それで時津町はどうなのかということで、非常にちょっ

と今回一生懸命調べたんですよね。時津と長与の財政の比較を自分なりにいろいろと資

料を取り寄せて、歳入についてはもうそれぞれ財政規模とか、町の成り立ちが違います

から違いますけれども、歳出の例えば民生費や何だ、教育費だ何だの、この負担割合を

ずっと比較してみたりいろいろ研究しました。それで若干やっぱり時津町の方が財政的

にはちょっと有利なのかな。ただ極端に明らかに時津町が有利だという状況でもないな

ということと、あと時津町もやはりそういうさまざまなそれこそ区画整理をやったり、

さまざまな行政をやる中で財政的には決して豊かではなくて、時津町もやっぱり基金を

取り崩してその分は手当てをしているということが書いてありましたので、その点は何

ら時津町も長与も決して豊かな状況ではない中で、いかにその中で住民の幸福度を高め

て、なるべくそれぞれの町に多くの人に来てもらいたいという、そういう切磋琢磨がさ

れているというふうに思いますので、ぜひ時津町が特別有利なわけじゃないので、ぜひ

細かく精査をして、長与も金額は積み上げてはいるというふうには思いますけれども、

今後研究をしていくということですので、ぜひ負けないように切磋琢磨するような形を

ぜひ頑張っていただきたいと思うんですが、町長、その辺りはいかがでしょうか。 



○議長（安藤克彦議員） 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 

今堤議員のお話を聞いて大変私も頼もしくうれしく思ってるところであります。ご案

内のとおり今長与町は、財政の方は非常に今いろんなやりくりをしていただいておりま

す。といいますのは、今高田南土地区画整理事業はじめ、いろんなハード部門が今たく

さんあるということですね。それだけ町が動いてるわけでありまして、例えば図書館と

健康施設が来年から始まるとか、それから国道２０７号の問題であるとか、それから浄

水場ですね。長崎市と長与町でやります浄水場の設立であったりとか、いろんな問題が

今一遍に出てきているというな町の動きがあります。その中でやりくりをしながら、そ

して、幸福度日本一の町という私標榜をさせていただいておりますけれども、皆さん方

が豊かになるような、そういった地域社会が豊かになるような方策にどう予算を充てて

いくかというようなことで、こうして議員の皆さん方ともお話聞きながら、どれにお金

を充てようかというようなことですよね。先ほど申し上げましたように、例えば１,５０

０円から２,５００円に上げましたけれども、これもいろんな工夫をしながらもう少し上

げていって、そして皆さん方が使えるお金が、自由に使えるお金が増えるように、そう

いったことも今研究しておりますし、そういった形で皆さん方が地域社会が豊かになる

ようなことをこれからも考えていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

了解いたしました。次に図書館の往復タクシー補助という提案についてなんですけれ

ども、この答弁については、いろんな福祉の手だてでタクシー補助とかいろいろやって

るんだということでありますけれども、私がやっぱり気になるのは、長与町がもともと

が現図書館の予定地に造るっていうのをさまざまな事情から現在予定している土地に移

すっていうことになりますと、当然文化ホールのときも非常に問題になったんですが、

高台に造った以上、そこに行けない人たちの手だてというのが、どうしても必要になっ

てくると思っておりまして、それを考えたときにどういう手があるのかなって。一つは

ハードで私も同僚議員からも提案があった橋を架けるとか、エレベーターを付けるとか、

そういうのも提案したけども、いや財政的に厳しいんですよねという。じゃあ何ができ

るかな、バスだったらどうかと思ったけど、バスだったら今度車椅子の方が乗れないよ

ねと、そうなったらタクシーしかないんじゃないかなと思ってこういう提案をしたんで

すが。やっぱりそういう標高が一定ある所に図書館を造った以上は、そういった方々、

誰もが使えるように手だてを取らないといけないと思うんですが、その辺りは現在の制

度で十分なのかというのはちょっと私疑問なんですが、このやっぱりタクシー制度とい



うのを検討すべきじゃないでしょうか。いかがですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

中尾生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中尾盛雄君） 

こちらは私ども所管の話でちょっとお話をさせていただきたいと思います。私どもだ

けでも公共施設と呼ばれてる分で、まずは公民館等の社会教育の施設、グラウンドとか

体育館を含めた総合運動公園、こういったところのスポーツ施設、先ほど議員からもお

っしゃられました文化ホール、こちら文化施設ですね。こういった形でさまざまな施設

を所管しております。このいろんな施設に行くときに全てになかなかそういった補助じ

ゃないですけど、タクシーという形でやっていくというのは難しいと思っております。

そのため図書館のみという形での補助制度ですね。これはちょっと難しいのかなと思っ

ておりますし、言われましたとおり標高が高い所も文化ホールとか、それ以外でも現図

書館と変わらないぐらいの高さの所にある公共施設もさまざま存在します。そういった

分の平等性を考えると、今回のように図書館のみという形では難しいと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

他の公共施設との平等性、公平性という点でおっしゃったわけなんですが、基本的に

長与町内の公共施設というのは、各集落になるべく、過去から分散して町の形態が放射

状になってるもんですから、やっぱりそういう拠点拠点に館を設置しておりますよね。

ですから比較的歩いて行ける距離に公共施設があるという点で、それはそれで非常に長

与の特性に合ったやり方だと思いますし、あと文化ホールについては高台なんですが、

これもやっぱり当時の議事録を見ますと、他のもう今引退された議員ももう住民から相

当怒られたんだということで、一般質問でもうものすごい怒られてるんだということを、

何で山の上なんだということで、やっぱり言われてるっていうのがありました。それで

文化ホールについては、私は一定手だてが取られてると思うんですよ。それはモノレー

ルを設置して、確か高齢者は無料で利用できて上っていけるんですよね、それを利用し

て。あとはもう平たんなやや勾配ありますけど、ほぼ平たんな所で高齢者も行き来がで

きるということがあります。それともう一つ私は図書館の役割というのは、やはり他の

公共施設とはまたちょっと次元が違う重要な役割があると思っておりまして、一つはや

っぱり障害の有無とか年齢に関係なくて要するに知識とか学びの場なので、そういった

ハンディに関わりなく平等に利用ができる機会を提供するというのが、非常にこの世界

的にこの図書館の役割として、ここがやっぱりポイントだというふうに言われています。

他の文化施設ですと例えば特定の、文化ホールだったら演劇であるとか、音楽鑑賞であ

るとか、ある一定特定の演目を見るという一つの目的があるわけなんですけども、図書

っていうのは、非常にオールマイティー、全ての分野にまたがって横断的にまたがって



学びですね。学びの場を提供するという点では、誰しもが利用できないといけないとい

うふうに一つは考えます。それからもう一つは、情報リテラシーの教育の場としても今

非常に重要じゃないのかなと思っております。いろんな物の本を読んでみますと、図書

館というのは情報を批判的に評価し、正しい情報を選び取る能力（情報リテラシー）の

向上を支援する役割があるということですね。これはもうそのとおりですよね。ご承知

のとおりだと思うんですけれども、昨今特にインターネットの社会でインターネット上

を見ますと、もうさまざまな情報が渦巻いておりまして、これもよく言われるフェイク

ニュースであるとか、ニセ情報であるとか、こういうものを利用してのさまざまな犯罪

なんかも行われているということで、こういう玉石混交の中からいかに情報を正しく選

択し、それを見極める力っていうのはやっぱりネットじゃなくて、やっぱり本、書だと

思うんですよね。やっぱり学び、学校教育での学びとかあと生涯学習、大人もやはりそ

ういったものの学びの中でそういうものに触れてこそ、批判的に考察して情報を選び取

る力を養う。これは子どもたちに関しておっしゃっておられましたけども、生涯学習い

わゆる大人の社会教育という点でも非常に私は重要な役割を持っていると思うので、ぜ

ひそこにアクセスするのに高齢者も障害者もやっぱり関わりなく利用できるというのは

非常に重要な点で、そこのお金をけちってはいけないのかなと思うんですが、その辺り

いかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中尾盛雄君） 

ご提案とさまざまな私どももまた未熟な部分もありますので、情報をいただきまして

ありがとうございます。やはり私どもとしてはその公平性、公共性という部分でなかな

か難しいのかなと思っておりますし、図書館を利用するのみならず、やっぱり本に触れ

るという方向性の下から単独での所管としての考えになりますけど、図書館には行けな

い人でも近くの公民館には行ける。そういう人たちのために公民館との連携をしっかり

させていただいて、本を運ぶ形での身近な所で希望する本が借りれる。こういった形で

の策を今後進めていきたいと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

各館に図書を置いてそことのネットワークを結ぶというのは町の方針、図書館の方針

でもありますし、そこも十分重要でやってほしいと思うんですが、やはり本館と地域地

域の館とでは、もう圧倒的な物量の差がありますし、開架冊数、蔵書数がもう全く違う

ので、いろんな本を目で見ながら新しいこの書との出会いという点では、やっぱり本館

の方とはもう比較にならない点がありますので、その辺もあるということ、もう十分ご

承知、そういったデメリットといいますか、そういう問題もあるということは、十分私



から言われることじゃなくて、もう重々ご承知のことだと思いますので、ぜひこのアク

セスの問題はぜひ引き続き、もう今やりますやりませんは結構ですけども、ちょっとこ

のアクセスの重要性というのは必要だと思っていらっしゃるかどうか。ここだけは確認

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中尾盛雄君） 

いろいろな面で検討は進めるということは大事だとは考えております。人を運ぶか本

を運ぶか、どういった形で図書館との連携、先ほど言いましたその場で見れるというこ

とも大事でしょうし、今度先ほどの追加になり、追加といったら補足になりますけど、

公民館等でも全ての書籍の情報を見れるような形でやるようなことも考えております。

ここはどこまでできるかという部分は今明言できませんけど、そういった形で本と出会

える図書館との連携というものを模索していきたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

次は３番目の被害防止の件なんですけれども、現在この地域でどういういった状況に

なっているのか。この件数とか、被害件数とか、被害額とか、この辺りの状況が分かれ

ばお知らせいただきたいと思いますが。 

○議長（安藤克彦議員） 

山口地域安全課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

詐欺の方には大きく分けまして２種類の詐欺の形態がございますので、それぞれの統

計についてお答えをしたいと思います。長崎県内の令和６年１０月末のニセ電話詐欺の

被害認知件数は１４１件で、被害総額は約１億４,２２２万円となっております。次に、

ＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害認知件数は１３８件で、被害総額は約８億５,０１８万円と

なっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

これは県内の全体の状況だということですね。今おっしゃられた件数それから被害額

とも特に被害額というのは億の被害額が出ておりますので、当然その中にはこれは推計

でしかありませんけども、当然長与町の住民が被害に遭われている状況があると想定し

ておいた方がいいというふうに思います。それでこれらに対してじゃあどういう手だて

が取られてるのかということをお伺いしようと思いましたけれども、一定お話がありま

したけれども、講話をやってて申し込みも多くなっているという状況ですけれども、こ



の講話というのがどういったもので、どういった効果があるのかですね。もう少し詳し

くというか、話せるものがあれば教えていただきたいなというふうに思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

地域安全課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

ただ今申し上げました講話の方ですけれども、今自治会などの団体を通しましてお申

し込みをいただいておりまして、お申し込みがございましたら職員の方が出向いて、講

座の方を行わせていただいております。時間にしますと６０分から９０分ですね。結構

ボリュームのある資料を使いまして、点検商法などの悪質商法やニセ電話詐欺などの現

状と対策など、具体的な事例を交えまして報告の方をさせていただいております。この

講話を通しまして皆さまから大変講話については好評を頂いておりまして、講話を聞い

ていただければ詐欺の防止には十分効果があるものと認識をしております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

分かりました。私メールで警察のいろんな犯罪情報なんかが私の方に来るように設定

をしておるんですけども、ほぼ毎日と言ってもいいくらいこういう被害詐欺被害の状況

があってますとか、いろんな犯罪の一歩手前のような状況があってるとかいうのがかな

り来ております。やっぱり詐欺にしろ、さまざまなＳＮＳ型の投資詐欺にしろ、やっぱ

り特に今後高齢化が進んできます中で、例えば電話によって信じ込ませて、犯罪にどん

どん巻き込まれているというような状況も増えているんじゃないかと思うんですよね。

それで、何て言ったらいいでしょうね。これを今、町民の自治会や老人会が町としてこ

ういう取り組みはやってるんだというのは、キャッチできるような状況というのはなっ

ているのか。要するにもう少しプッシュ型でこういう町民の被害防止対策をやってます

よというのをもう少し積極的に押し出すというようなことはやられているのか。それと

もっとさらにそれを発展させる考えはないのか、この辺りはいかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

地域安全課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

先ほど町長答弁で申し上げましたように、今年度民生委員児童委員の協議会の方に出

向きまして、こちらの方からお願いして、こういった講話をさせていただけないかとい

うお願いをしまして実施をさせていただきました。その効果といたしまして、地域の方

に持ち帰ってご紹介をいただきましたことによりまして、大変多くの講座の申し込みが

現在あっているところでございます。今後もこのように私どもから人が集まってる場所

の方に講座をさせてもらえないかとお願いをしながらこの取り組みの方を進めてまいり

たいと思っておりますので、できる限り多くの方にこの講座を聞いていただく機会を今



後はこちらの方から作っていきたいというふうに考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

分かりました。先ほどの答弁で講話が６０分から９０分、１時間から１時間半ぐらい

あるということで、例えば講師の先生がこの１時間、１時間半ずっとしゃべって、手元

に資料があってこれをずっと読むとかなり高齢者にとってしんどいかなと思うんですが、

そういう問題はないのかどうか、この辺りはいかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

地域安全課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

実際講話を聞いた方からのお話によると、大変退屈もしないし話の方も上手に展開を

しておりまして、今実際起こってることを中心にお話をされておりますので、ＶＴＲも

使っておりますし、大変分かりやすいことになっておりますので、ぜひ皆さんにお聞き

いただきたいというふうに考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

この講話をされる方は、例えばこの日に設定した、自治会が設定したらすぐ来れる方

なんですかね。町が、要請したらすぐ来れるような体制になってるのか。この辺りはい

かがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

地域安全課長。 

○地域安全課長（山口聡一朗君） 

問い合わせがございましたら当然事前にご相談いただきまして、日にちを調整させて

いただきたいと思ってますが、土日も含めまして職員も対応できるように、できる限り

対応してまいりたいというふうに考えております。全てが対応できるというわけではご

ざいませんけども、できる限り日程の方を合わせていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

このこうした特殊詐欺とかＳＮＳ型投資とか、ロマンス詐欺とか、やっぱりこのネッ

ト社会の中でこれを悪用して、こういったものがいろんな何ていうかな、思いも寄らぬ

いろんな手をあの手この手でやってこられると思うので、ぜひこういった活動を充実さ

せて町民の被害が最小限に抑えられるように、ぜひ今後とも引き続き努力のほどをお願



いして私の質問を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これで堤理志議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１０時４０分まで休憩します。 

（休憩 １０時２９分～１０時４０分） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順７、松林敏議員の①有

機フッ素化合物について、②公共施設の更新計画について、③高田南土地区画整理事業

地内の保留地の一般競争入札についての質問を同時に許します。 

６番、松林敏議員。 

○６番（松林敏議員） 

それでは早速質問に入ります。①有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）について。水道水の

有機フッ素化合物ＰＦＡＳ汚染がメディアに取り上げられ、安心安全が当たり前だと思

っていた水道水に多くの住民が注目していることから、以下の質問をいたします。（１）

国の暫定目標値では、ＰＦＡＳのうちＰＦＯＡとＰＦＯＳという２種類の物質について

の目標値があり、町ホームページの水質検査結果では、浄水、原水ともに目標値内であ

ったが、この数値についてどのように考えているのか。（２）長崎市との新浄水場共同

整備事業が進められているが、本町の水源となるＪＲ長崎トンネル湧水についての水質

検査は行われているか。また、長崎市の水源である浦上ダムと萱瀬ダムの水質検査は行

われているのか。（３）ＰＦＡＳは人工的に作られた有機フッ素化合物の総称で、水や

油をはじくことから泡消火剤、フライパンのコーティング、撥水スプレーなどに使用さ

れていたようです。新浄水場の３つの水源に影響を与える範囲に、過去にさかのぼって

ＰＦＡＳを取り扱う事業所が存在していたかどうかの調査が必要と考えるがどうか。 

②公共施設の更新計画について。本町の公共施設の更新計画について、町公共施設個

別施設計画によると、これから３０年以内に目標使用年数を迎える施設がたくさんあり、

学校施設も３０年以内に更新を必要とする施設があると考えられることから、以下の質

問をします。（１）老朽化した公共施設の更新は、更新費用の支出を平準化するために

も、早めに取り組むべきだと考えます。ふれあいセンターの目標使用年数が２０３０年、

長与町公民館の目標使用年数が２０３２年となっており、この２つの施設の更新が迫っ

ていると思いますが、何か計画はあるか。（２）本町の令和５年度決算の将来負担比率

はマイナスでありました。公共施設の集約化、複合化のための地方債や脱炭素の推進の

ための地方債など交付税措置率の高い地方債を利用し、老朽化した公共施設を更新する

ことは大変有意義だと考えるが、町の財政計画はどのように考えているか。 

③高田南土地区画整理事業地内の保留地の一般競争入札について。高田南土地区画整

理事業地内の保留地（宅地）を売却するために、令和４年度に１２宅地、令和５年度に

４宅地、令和６年度に４宅地に対して行われた一般競争入札について、以下の質問をし



ます。（１）令和４年度の１２宅地は入札者数も多く１２宅地全て売却されたが、令和

５年度は４宅地のうち２宅地が入札者なし、令和６年度４宅地のうち３宅地が入札者な

しであったが、この結果をどのように考えているか。（２）高田南土地区画整理事業地

内に保留地はあとどのぐらいあるか。（３）保留地の販売方法として、あらかじめ売却

価格を決めて抽選で当選者を決める方法もあり、こちらの方が販売価格の上昇を抑える

ことができると思うがどうか。以上、質問します。 

○議長（安藤克彦議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは松林議員の質問にお答えをいたします。１番目１点目でございます。大きな

１番目、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）について。１点目がＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの水質

検査結果についてのお尋ねでございます。本町水道事業におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの

水質検査結果につきましては、議員ご認識のとおり、全ての浄水場の原水および浄水と

もに暫定目標値を下回っておりまして、水道の水質に関して問題がないことから、安心

してご使用いただけると考えております。２点目の新浄水場で使用する水源の水質検査

についてのご質問でございました。長崎市では令和５年度に全ての浄水場におきまして

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの水質検査を実施をしておりまして、検査結果は長崎市のホームペ

ージで公開されておるところでございます。新浄水場で使用する水源でございますけど

も、現在長崎市の浦上浄水場および道ノ尾浄水場の水源でございまして、水質検査結果

は両浄水場ともに暫定目標値を下回っております。が、しかしＪＲ長崎トンネルの湧水、

これにつきましてはポンプの更新中であるため令和５年度の水質検査結果に含まれてお

りませんで、取水ポンプの更新が完了し再開した後に、浦上ダムと併せまして水質検査

が行われることになると、そのように長崎市から伺っております。３点目でございます。

新浄水場の水源に係るＰＦＡＳ取扱事業所の調査についてのお尋ねでございます。ＰＦ

ＡＳを取扱う事業所の調査につきましては、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの水質検査結果におき

まして、暫定目標値を超えて検出されていないこと、各水源の近くにＰＦＡＳを取り扱

う事業所等が見受けられないことから、現時点で調査の予定はございません。がしかし、

今後の水質検査結果に大きな変化が見られた場合には、原因調査等を行うことになるも

のと考えております。 

続きまして大きな２番目、公共施設の更新計画についての１点目でございます。ふれ

あいセンター、長与町公民館の更新についてのご質問でございました。公共施設の改修

等につきましては、長与町公共施設個別施設計画におきまして、施設管理スケジュール

を定めておりますので、そのスケジュールを基本にしつつ年度ごとの財政状況や施策の

優先順位を踏まえながら、施設の更新や改修による長寿命化など方向性の検討を進めて

いるところでございます。現行の計画では、ふれあいセンターおよび長与町公民館につ

きましては、令和９年度から１１年度に方向性の検討をすることとしている予定でござ



いますが、今年度実施しております劣化状況調査の結果等を勘案しながら、計画改定を

行う予定でございます。公共施設の更新におきましては、公共施設等の利用状況など住

民ニーズを的確に把握しながら、機能の集約化・複合化の可否、ダウンサイジング等を

検討してまいるつもりでございます。２点目の公共施設の更新における町の財政計画に

ついてのご質問でございます。地方債につきましては、議員ご案内のとおり交付税措置

率の高い地方債を活用するなど、本町の財政運営に過度な負担がかからないよう計画的

な借り入れに努めておるところでございます。公共施設の更新につきましてはおおむね

計画どおりに進捗しておりますが、労務単価の増や資材高騰などにより今後も多額のコ

ストがかかることが予想されておりますので、その他の事業も含めて、いかに必要な財

源を確保できるのかが大きな課題であると考えております。財政計画につきましては、

各種補助金や基金に加え、地方債の活用も重要な財源措置として捉えておりますので、

発行額と償還額とのバランスを考慮した無理ない地方債の活用により、健全化判断比率

の適正な水準を確保しつつ、財政負担の軽減と平準化に努めてまいりたいと考えており

ます。 

続きまして、大きな３番目、高田南土地区画整理事業地内の保留地の一般競争入札に

つきまして。１点目の保留地の入札結果についての質問でございました。高田南土地区

画整理事業地内の保留地処分につきましては、事業の長期化および近年の資材価格の高

騰、労務単価の上昇などの影響により、増大する事業費の財源確保を目的といたしまし

て、令和４年度より一般競争入札による保留地処分を行っておるところでございます。

令和４年度は１２宅地を販売し、１２宅地全て予定価格を超える金額で処分することが

できました。これにより財源確保という目的を一定程度達成し、事業の推進に寄与する

成果を得られたものと考えております。しかしながら、議員ご指摘のとおり令和５年度

は保留地４宅地のうち２宅地が、令和６年度は４宅地のうち３宅地が入札なしという結

果になっております。１２宅地全て売却された令和４年度の保留地と応募者が少なかっ

た令和５年度、令和６年度の保留地を比較したところ、令和４年度は現在造成が進めら

れている一括施工区域内の保留地であることに対しまして、令和５年度、令和６年度は

一括施工区域外の保留地であること、またその保留地の中には、過年度、保留地販売の

募集を行いましたが、土地の面積や形状など条件面の問題で処分に至らなかった保留地

も含めて販売していることが、主な違いとなっておるところでございます。令和５年度、

令和６年度に募集しました保留地の中でも、土地の面積や形状など比較的条件の良い保

留地は売却されておりますので、売却に至らなかった保留地につきましては、今後条件

面などを研究し、できる限り早期に処分をしていきたいと考えております。続きまして、

２点目の高田南土地区画整理事業地内の保留地数についてのご質問でございます。高田

南土地区画整理事業地内の保留地予定地は、一括施工区域内につきましては、面積でお

およそ６,３００平方メートル、宅地数でおおよそ３０宅地、一括施工区域外につきまし

ては、面積で３,０００平方メートル、宅地数で約１０宅地でございます。現在施工中の



一括施工区域内の保留地が令和６年度末に完成するため、令和７年度より処分する準備

が整った保留地から順次販売をしていきたいと考えております。続きまして、３点目の

保留地の販売方法についてのご質問でございます。高田南土地区画整理事業につきまし

ては、事業開始から既に三十数年以上が経過しておりまして、これまで多額の事業費に

対し公費を投入してまいりました。一般競争入札により保留地処分を行うことで、市場

の原理を通じてより相場に近い、その土地の価値に見合う適正な金額による販売の実現

が期待できるものと考えております。この方法は財源確保の観点からも優位性があるた

め、今後も一般競争入札を基本とした保留地処分を行ってまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

それでは再質問に移らせていただきます。大きな１問目ですが、一昨日の国会の代表

質問の中で、石破首相の答弁の中で、ＰＦＡＳのうちＰＦＯＡ、ＰＦＯＳについて、飲

み水を経由した健康リスクの低減を図ることが重要だと発言したことからも、水の安心

安全について全国的に関心の高いものとなっていると思います。（１）でＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡの水質検査結果は目標値を下回っているということでしたが、そもそもＰＦＯＳ、

ＰＦＯＡというものは、水道水の水道基準などの体系ではどのような位置付けとなって

いるのか。また、現在の基準はどういった値なのかお聞かせください。 

○議長（安藤克彦議員） 

髙橋上下水道課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

水道水の水質基準等の体系には３つ分類されておりまして、水道法上の検査義務がご

ざいます水質基準項目、そして法的義務はありませんが、水質管理上留意すべき項目で

ある水質管理目標設定項目、そして科学的知見や情報を収集するべきとされる要検討項

目とがございます。ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関しましては、２つ目で申し上げました法的

義務のない水質管理目標設定項目というところに位置付けされております。また基準に

つきましては、１リットル当たり５０ナノグラム以下とする暫定目標値が定められてお

りまして、これは体重５０キログラムの人が毎日２リットル飲用しても健康へ悪影響が

生じないと考えられる水準を基に設定されたものでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

先ほどもちょっとしゃべったんすけど、一昨日の国会の中で取り上げられたことによ

って、この目標項目が義務になるんじゃないかということが言われてると思います。ま

た、設定値ももうちょっと厳しい基準になるのかなということも言われてるみたいなの



で、今後とも注意していただきたいと思っています。町のホームページによると、令和

６年度の水質検査結果は、基本的項目の検査結果に加えて、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの目標

項目、検査結果についても、暫定目標値の１０分の１であったと情報公開されてますの

で、現在は十分に安全であるというふうには認識しています。で、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

については令和５年度から検査をされていますが、これから増えていくということも考

えられるのかどうかお聞かせください。 

○議長（安藤克彦議員） 

上下水道課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡいずれも既に製造、輸入が原則禁止されております。環境省の調

査によりますと、２００９年以降、同一の測定点において年々減少傾向にあるとされて

おりますので、増えていくことは考えにくいものと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

今後増えていくことはほぼ考えられないということなのでこれ以上は質問しませんが、

今後も水質検査をしっかりと行っていただいて、あと情報公開もしっかりと行っていた

だいて、町民の安心安全を得られるよう努力していただきたいと思います。 

次に移りたいと思います。大きな２番目に移ります。公共施設の更新については、公

共施設個別施設計画に従って更新されていくものと理解してますが、通告書にあるよう

に今後３０年以内に更新を必要とする公共施設が多くあることに加えて、更新が決定さ

れてから事業が始まって終了までの期間が相当期間あるというふうに感じてますので、

もうちょっと先のですね、今後２０年程度の長期的な計画を立てるのとともに更新費用

を平準化するという目的も込めて、長期的な計画を立てる必要があるじゃないかという

ことで質問することにしました。ちょっと取り留めなくてすいません。高田南土地区画

整理事業の終了がようやく見えてきている今、また新図書館複合施設についての金額は

確定はしていない状況でありますが、今後の地方債の残高と償還をどのように見込まれ

ているのか、またいつ頃がピークとなると見込まれているかお教えください。 

○議長（安藤克彦議員） 

北野財政課長。 

○財政課長（北野靖之君） 

今後、令和７年、８年、９年と何年かにかけまして、高田南であったり複合施設、あ

るいは新浄水場の共同整備等々で起債の借り入れが集中をします。従いまして、地方債

の残高としましては、令和８年度もしくは令和９年度辺りにピークに達しまして、およ

そ１４０億円前後の残高になる想定をしております。またその償還ですけれども、元利

償還が令和１０年度辺りに重なりますので、年度別の償還につきましては令和１０年度



もしくは令和１１年度辺りにピークに達しまして、およそ１６億円前後を想定をしてお

ります。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

令和５年度の将来負担比率はマイナスでありました。これは高田南土地区画整理事業

という大きな事業を抱えてながらのこの数字なので、本当先人たちを含めて町職員の努

力の成果だとこれは思っております。今後将来負担比率はどのように推移すると見込ま

れているのか教えてください。 

○議長（安藤克彦議員） 

財政課長。 

○財政課長（北野靖之君） 

財政シミュレーション的には、当面の間は将来負担比率は０％でキープできる見通し

でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

地方債の残高がピークを迎えても将来負担比率はマイナスのままだということで、ち

ょっと体力があるのかなと思ってまして。私、今年の１０月に滋賀県による全国市町村

国際文化研究所で行われた地方財政制度の考え方と自治体財政という研修に参加してき

ました。この研修の中で、総務省、地方財政審議会の会長の方が講師としていらっしゃ

いまして、その中で将来負担比率についての話がありまして、マイナスっていうのは健

全過ぎるという見方もあると。市町でちょっと違うんですけども、町であればもう５０％

でも十分健全であると。状況によっては借りたばっかりだったら１００％でも問題ない

という話をされてました。また、財政健全化を意識し過ぎて、財政のためにお金を残す

ことを目的にしてしまっているのではないかと、そうではなくて住民サービスのために

お金をどう使うかが大事であるという話もありまして、そういう考え方もあるのかなと

いうふうに学んでまいりました。また、この研修の中で、財政の先進自治体ということ

で川西市の副市長の講義がありまして、川西市の令和５年度の財政指標として、財政力

指数が０.６５、これ長与町と変わらない程度だと思うんですけども、経常収支比率は１

００％、将来負担比率は７３.４％であるという話がありました。特に将来負担比率は早

期健全化基準というのが３５０％ということで、そこがレッドゾーンじゃないですけど

基準とされてるんですけども、川西市のやり方は数年前にはそれが２５０％まで上がる

ほどぎりぎりまで地方債で借りて、住民サービスを充実するということを行っているよ

うです。これはこの川西市の例は極端な例ではあると思いますが、こういう考え方もあ

る、研究する必要があるのかなと感じております。余談ではありますが、この研修の講



師である総務省地方財政審議会の会長である小西さんは、もともと関西学院大学の教授

をやられていて、川西市の副市長は財政課長時代に財政についての学びに伺っていたそ

うで、私は個人的にはこの２人の話が、この研修自体が地方財政の基本的な考え方もあ

りますけども、自主財源をでできるだけ減らすためのテクニックを教える場であったの

かなと感じて帰ってきました。もちろん何でもかんでも地方債を利用して無駄に借金を

増やしてはいけないというふうにも認識しております。この研修の中で小西先生と川西

市の副市長が強くおっしゃってたのが、充当率、交付税措置率の高い地方債を利用する

ことが、自主財源からの支出を減らすことに有効であるということでした。例として、

緊急防災減災に関する事業の地方債の充当率１００％で交付税措置率は７０％、公共施

設の集約化、複合化に関する事業の地方債の充当率は９０％で交付税措置率は５０％、

再生可能エネルギーに関する事業の地方債の充当率は９０％で交付税措置率は５０％と

いった交付税措置率の高いものを例として挙げていました。昨日同僚議員の質問の中で

庁舎内のＬＥＤ照明の導入という話がありましたので、ちょっとこれ例にして計算した

んですけども、脱炭素化推進事業債という地方債がありまして、充当率が９０％、交付

税措置率は財政力に応じて３０から５０％となっていると。仮にＬＥＤの導入が総額１

億円として交付税措置率を３０％と仮定すると、１億円の事業のうち９０％を地方債で

利用すると。そのうち９,０００万円のうちの３０％が交付税措置率がなされるというこ

とで、一般会計、自主財源からの支出は７,３００万円ですね。例えばなので、あれなん

ですけど交付税措置率を５０％とすると地方債９,０００万のうちの４,５００万円が交

付税措置率を受けれるということで自主財源からは５,５００万円の支出で済むという

話だったと思います。このように一般会計からの支出を抑えることに地方債の活用は有

効であると感じました。こういった地方債は人気もありますし、事業費の総額もあるの

で必ず利用できるとは限りませんが、将来負担比率が低い、今長与町の現状の中で、地

方債をもっと活用するという考えがないかお聞かせください。 

○議長（安藤克彦議員） 

財政課長。 

○財政課長（北野靖之君） 

将来負担比率ですけれども、長与町の場合ですね、将来負担比率の数値的な問題はご

ざいませんので、今議員がおっしゃっていただいたようなまだまだ余裕があるのではな

いかという考えもございますし、またこの地方債を借り過ぎることが将来の町民皆さま

の負担を増やしてしまうという考えもあるかと思います。将来負担比率につきましては

財政の健全化を示す判断指標の一つでございますので、先ほどのぎりぎりで、フルで地

方債を活用するというよりは、将来的なバランスも考えながら慎重にまた計画的に対応

していきたいと考えております。先ほどの普通交付税率のお話がありましたけれども、

その３０％、５０％が交付税として後から入ってくるっていう計算に算入されるという

ことであって、それが丸々入ってくることではないということはご理解いただきたいと



思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

理解しました。ただ、そういう考え方もあるということで、ちょっと研究していただ

きたい部分もありますので、今後よろしくお願いします。新図書館等複合施設が完成し

た後に、通告書にふれあいセンターと長与町公民館の話を載せてますけども、ふれあい

センターについては高田公民館、高田児童館、あと高田小というような施設も含めて考

えていかなくちゃいけないと思うので、ちょっとここでは触れないんですけども、今、

新図書館が完成した後ですね、現在の図書館はどうなってるのかっていう住民からの質

問を受けることがありましたので、その件に触れたいと思います。現在の図書館は耐震

化も行っていない建物でありますから、もちろん解体するものと思いますけども、そこ

の近くに長与町公民館もありますということで、高田南土地区画整理事業という長く支

出の大きな事業が終わろうとしている今、将来的な老朽化した公共施設の更新費用の平

準化を図るためにも、前倒してでも図書館、長与町公民館の場所に地方債を活用できる

複合公共施設を検討して、何かしら公共施設を検討することはないのかお教えください。 

○議長（安藤克彦議員） 

町長。 

○町長（吉田愼一君） 

昨日ちょっと申し上げたんですけども、それがあるんですよね。いったん公共施設等々

今造ってますけども、その後、例えば図書館が今ある図書館はどうするのかとか、ふれ

あいセンターの中をどうしていくのか、健康センターですね、これができますので。こ

れにつきましてはまた改めて、再配置等々につきましても検討する時期が必要かと思っ

ております。だから、これをそのままほったらかすということじゃなくてですね、その

辺りは十分皆さん方の議論をしていただきながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

ここですぐ答えを頂こうという話じゃないのでですね、できたら町民の方の関心も高

いので、早いうちから計画を立てていただけたらなと思っております。改めて公共施設

の整備更新に対する町の地方債の考え方、財政計画の注意すべき点とかがあれば、何か

他にあれば教えてください。 

○議長（安藤克彦議員） 

財政課長。 

○財政課長（北野靖之君） 



公共施設の整備更新につきましては、町長答弁にもありましたように、地方債の活用

も重要な財源措置だと考えております。地方債につきましては、議員がおっしゃってい

ただいたように交付税措置率の高い地方債を活用すること、また償還のバランスも考え

ながら無理のないように活用していきたいと考えております。財政計画ですけれども、

繰り返しになりますけども、将来的な財政の影響を考慮しながら、計画的に財政負担の

軽減と平準化に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

最後になりますが、先ほども言いましたけども、あまりお金を残すことが目的ではな

くて、住民サービスのためにどうやってお金を使って住民サービスを上げるかというこ

とを考えて、しっかりと検討していただきたいと思います。 

それでは、大きな３番目に移ります。保留地処分の話ですね。本来前提として土地の

価値は位置や形状、広さ、前面道路の幅、勾配、日当たりなど、さまざまな要素によっ

て構成されていると思いますが、基本的には土地の売り手、買い手が納得する金額が売

買価格になるものと認識しております。しかしながら、本町の令和４年から６年に行わ

れた保留地処分では、売却価格の幅が非常に大きくて、高田南土地区画整理事業地内の

土地の売買の値段を決める段階で少しちょっと混乱しているという話を聞いたことから、

今回の質問をすることにしました。（１）についてですが、令和４年度に売却された住

宅地は一括施工区域内で人気があると。高い金額でも落札されたということですね。令

和５年度と６年度の入札は、一括施工区域外で形も悪いから入札なしの物件もありまし

たということだったと思うんですけれども、これ販売予定価格の坪単価はどれもほぼ２

４万円から２６万円の間ぐらいだったと思うんですけども、これ一般競争入札の販売予

定価格はどのように決定されているのかお教えください。 

○議長（安藤克彦議員） 

前田都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

保留地の販売予定価格の算定根拠についてなんですけども、事業を委託しております

長崎県の長与都市開発事業所の方で販売時期に応じた不動産鑑定によります評価額を勘

案しまして、保留地の販売予定価格を算出していただいております。それを参考として、

長与町が販売予定価格を決めております。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

令和５年度、６年度、一括施工区域外の宅地は不落に終わった、不落っていうか入札

者がいなかったっていう状況も考えると、ちょっと精度が低いのかなと思いますんで、



もうちょっと検討していただけたらなと思います。（２）に移りますが、一括施工区域

内に約３０宅地、一括施工区域外１０宅地、合わせて４０宅地の保留地が今後保留地処

分されるということだと認識しまして、（２）飛ばして（３）に移ります。令和４年度

に行われた人気がある一括施工区域内の保留地１２宅地の一般競争入札のやり方によっ

て、落札価格に大きな差が出たのではないかという思いから、この質問を行うことにし

ました。初めに話したとおり土地の価格は位置や形状、広さ、前面道路の幅、勾配、日

当たりなど、さまざまな要素によって構成されていると思いますが、この１２宅地は同

じ区域内であるにもかかわらず坪単価が安い所で３３万９,０００円、高い所で５２万５,

０００円と１.５倍以上の販売価格の差がありました。買い手と売り手が納得した金額が

売買価格になるとは思っていますが、売買価格の実績自体がその辺りの土地の売買価格

の決定の参考にされるということがあるので、あの辺りの売買ですね、買い手は安い金

額を出して、売り手は高い金額を出してみたいな話で、少し混乱しているという話を伺

いました。不動産業者の方がちょっと話を聞いたんですけれども、同じ区画内の土地で

１.５倍もの坪単価に差ができた要因として入札のやり方があるのではないかというこ

とですね。どういうことかというと、複数の保留地がある中で１件ずつ入札を行って、

落札者を決めた後にまた次の物件の入札を行っていくやり方が後になればなるほど金額

が上がっていった要因ではないかということでした。実際に令和４年度に行われた１２

件の保留地の入札では、まず１２件とも予定価格は坪単価２４万から２６万円の間だっ

たにもかかわらず、１件目の入札が行われた坪単価が３３万９,０００円で一番安くて、

落札された坪単価が徐々に上がっていって、最後の１２件目は５２万５,０００円まで上

がっていったように見えます。１件目の人が最初に２５万円の予定価格に対して３３万

円まで上げ、ちょっと高い金額で入札したということで、次２件目に入札する人はそれ

より高い金額で入札しないと土地を落札できないということで、次に入れた人は３５万

円ですね。３番目に入れた人はやっぱり２番目の入札価格の結果を受けて３９万９,００

０円と、徐々に徐々に上がっていって最後どかんと５２万円まで坪単価が上がっていっ

たというような状況であったということで、心理的に徐々に金額上がっていくような仕

組みに何か自然となっているのかなと思いまして、この辺のやり方についてどのように

考えているかお教えください。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

高田南の土地区画整理事業地内の土地につきましては、生活利便性が非常に高い魅力

ある土地としてお問い合わせを頂いているところでございます。今後も、一括施工を完

了した後、令和７年度には一括施工区域をはじめとした保留地の販売を実施していく予

定でありますけども、今後も一般競争入札というところは基本としたところで、販売、

保留地処分を行っていくところですけども、そのやり方につきましては今後研究して工



夫をしていければと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

今年の１０月に長崎土地開発公社が時津町の１０工区に住宅用地、６１宅地の分譲を

行っていまして、ここでの販売は通告書にあるように販売価格を決めて、抽選で当選者

を決めている方法でありました。本町でもこの方法の方がいいんじゃないかという考え

た上での３番目の質問だったんですけども、今後も一般競争入札で保留地処分を行うと

いうことであったら、１件ずつ入札決定を繰り返していくんじゃなくて、例えば、あと

４０宅地あると思うんですけども、４０宅地一括で入札入れてもらって、その後落札者

を決定するということであれば、相応の金額での販売価格になるんではないのかなと自

分は思うんですけども、その辺の考えはいかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

都市計画課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

保留地処分の販売について繰り返しになりますが、一般競争入札の方で実施というこ

とになりますけども、今後、議員おっしゃるとおり何か他の自治体の事例など参考にで

きるようなものがあればですね、そのやり方とかについて研究していきたいと考えてお

ります。 

○議長（安藤克彦議員） 

松林議員。 

○６番（松林敏議員） 

自分もこの方が絶対正解って思ってなくてですね、同僚議員からちょっと指摘された

のは上限価格を決めたらどうかっていう話もあるみたいなので、いろいろ方法があると

思うんで、ぜひとも研究していただきたいと思います。長きにわたって行われてきた高

田南土地区画整理事業がようやく終わることで、今後の４０宅地の保留地処分やその他

もろもろの事務作業も含めて、最後までしっかりと行っていただくことをお願いして、

質問を終わりたいと思います。ありがとうました。 

○議長（安藤克彦議員） 

これで松林敏議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１３時１０分まで休憩します。 

（休憩 １１時２２分～１３時１０分） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き、会議を再開し一般質問を行います。 

通告順８、安部都議員の①マイナンバーカードとマイナ保険証の一本化についての質

問を許します。 



１０番、安部都議員。 

○１０番（安部都議員） 

皆さまこんにちは。お昼からの１番の登壇者となりました。眠たい時間ですけれども、

１時間のお付き合いよろしくお願いいたします。それでは質問をいたします。①マイナ

ンバーカードとマイナ保険証一本化について質問いたします。政府は今年の１２月２日

に保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化しました。その目的は、医療ＤＸを作

ることが目的だと言われております。私は、昨年９月にマイナンバーカードについて質

問しましたが、一本化されることによって多くの方からの不安の声を聞き、再質問をさ

せていただきました。２７年１０月、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が施

行され９年目となりましたが、過去に他人の番号や情報が誤登録されるなど重大なミス

が発生し、個人情報の流出がされるなど国民の信頼度も喪失状態である中、紙の健康保

険証が廃止されマイナンバーにひもづけされ一本化され推進されつつあります。マイナ

ンバーカードを紛失した場合、個人情報が流出し悪用されるリスクも否めません。実際、

国内外でもランサムウェアにより戸籍謄本や住民票を不正に取得したり、アクセス障害

など犯罪等に悪用された事例もあります。現在、全国の１,４００人以上の現役医師が政

府を相手に訴訟を提起しております。また、医療機関の窓口でも７人のうち６人が紙の

保険証を利用し、わずか７人のうち１人しかマイナ保険証を利用していないのが現状で

す。マイナンバーカードは任意であることから国民のこれからの判断が問われるところ

でありますが、本町のマイナ保険証の今後の課題や問題点などお考えをお伺いいたしま

す。（１）現行の健康保険証の廃止についての現状とお考えをお聞きします。また、マ

イナ保険証での受診が困難な方、高齢者や施設入居者、ここには障害者なども含みます。

などへの対応など伺います。（２）マイナンバーカードの交付状況や健康保険証、マイ

ナ保険証のひも付け状況と発行までの期間、また、マイナ保険証未対応医療機関を受診

する際などの注意点などを伺います。（３）本町でのマイナンバーカードとマイナ保険

証の作成における事務量の負担と、一本化されることへのメリット、デメリットについ

てお伺いいたします。（４）国内外でもランサムウェアによって攻撃され、サーバーに

アクセスされ障害が発生した事例があり懸念されますが、本町での今後の対策をお伺い

いたします。（５）小さな医院では、システム導入等のための負担に追われ全国で７０

０カ所以上の診療所が閉鎖したと言われておりますが、医療機関からの相談や町への影

響などないのか伺います。それでは答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは早速、安部議員のご質問にお答えをいたします。マイナンバーカードとマイ

ナ保険証一本化について、１番目１点目が現行の健康保険証廃止の現状とマイナ保険証

での受診が困難な方への対応についてという質問でございます。本年１２月１日以前に



交付されました現行の保険証をお持ちの方は、通常、保険証に記載されている有効期限

の令和７年７月３１日まで、現行の保険証が使用できます。国民健康保険の被保険者の

方で本年１２月２日以降に新たに７０歳を迎える方や所得区分が変更になる方、再交付

を行う方などにつきましては、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせ、マ

イナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。後期高齢者医療の被保険者

の方は、本年１２月２日から令和７年８月の年次更新がされるまでは、新たに７５歳を

迎える方、住所や負担割合に変更が生ずる方、紛失した方などには、マイナ保険証の有

無にかかわらず資格確認書を交付をいたします。令和７年８月１日以降は、マイナ保険

証をお持ちの方には資格情報通知書を、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書

を交付します。令和７年７月３１日までは、国民健康保険も後期高齢者医療も現行の保

険証、マイナ保険証、資格確認書が混在することになります。住民の方が混乱なく引き

続き安心して医療が受けられますように、窓口での丁寧な説明、情報の発信に努めてま

いりたいと思っております。マイナ保険証での受診が困難な方への対応ですが、施設入

居者などで本人による暗証番号の入力や顔認証が困難である場合は申請により資格確認

書を交付をいたします。次に、２点目のマイナンバーカードの交付状況やマイナ保険証

未対応医療機関を受診する際などの注意点についての質問でございます。マイナンバー

カードの長与町の人口に対する保有率は、令和６年１０月末時点で８１.３％、マイナ保

険証の９月時点での登録率は国民健康保険が６９.４％、後期高齢者医療が６３.４％で

ございます。マイナンバーカードは申請から発行までおよそ１カ月間、マイナ保険証の

ひも付けは医療機関、薬局のカードリーダーや自身の携帯電話、パソコンでマイナポー

タルから登録でき、数日でマイナ保険証として使用できるようになります。マイナ保険

証未対応医療機関を受診される場合は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカー

ドと併せて資格情報のお知らせ、または資格情報通知書を提示することで受診すること

ができるわけでございます。続きまして３点目のマイナンバーカードとマイナ保険証が

一本化されることのメリット、デメリットなどについてのお尋ねでございます。マイナ

保険証の作成ですが、登録は原則本人にしていただいておりまして、ご自身で登録が困

難な方のみ窓口で登録支援をさせていただいております。また、１日１０件程度の電話

相談や窓口相談もあっておりますが、係員全員が対応できるようにしておりますので、

今のところ大きな負担とはなっておりません。本年１２月２日以降は、国保、後期高齢

医療の新規加入者にマイナ保険証の所有の有無に応じまして、資格確認書もしくは資格

情報のお知らせや資格情報通知書を交付しますので、はじめのうちは発行する物の種類

が増えることで多少の負担は考えられますが、事務が軌道に乗りましたら一定落ち着い

てくるものと思っております。一本化のメリットといたしましては、過去の投薬、診療

データに基づくより良い医療が受けられること。突然の手術、入院でも高額支払いが不

要になることにより経済的不安がなくなること。救急現場で搬送中の適切な応急処置や

病院の選定などに活用されることなどが挙げられております。一方、現行保険証より交



付する種類が増え受診する際の手続きが変更となる点もあり、運用が複雑になります。

被保険者の方が戸惑われ、しばらくの間はなじみにくいことはあろうかと思っておりま

す。マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましてもマイナ保険証の所有の有無に関

わらず、誰でもこれまでどおりの医療が安心して受けられるよう努めてまいりたいと考

えております。続きまして４点目のランサムウェアに対する対策についての質問でござ

います。マイナンバーによる情報連携システム、これは国および法律で設置された機関

で管理がなされております。従って本町といたしましても、引き続き適切に運用を行っ

てまいりたいと考えております。５点目のマイナ保険証対応のシステム化に伴う医療機

関の相談状況や町への影響についてのご質問でございます。マイナ保険証対応のオンラ

イン化に伴う医療機関からの相談や町への影響につきましては、現時点ではあっており

ません。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

２０２４年１１月１５日付で、２１３の地方議会が２２５件の現行の健康保険証存続

を求める意見書を国に提出されております。そしてまた健康保険証の廃止を延期すべき

ではという問いに、衆議院議員の４６５人中２５６人の約５５％が延期すべきだという

ふうに答えております。これを踏まえ再質問をさせていただきます。それでは１番目の

質問をいたします。１２月２日から開始されたマイナ保険証に移行をされましたけれど

も、もうニュース媒体などでとても医療機関の窓口が大変混雑し、そしてまた利用者も

困難を極めた状況であると拝察いたしましたが、それについてはどのように認知をされ

てるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

森本健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

マイナ保険証を使っていただくために医療機関の方を訪問いたしました。そのときに

何件かお話も聞いたんですけれども、長与町の場合は、そこまで大規模な医療機関はあ

りませんので、患者さんがマイナカードリーダーの前に行列を作るなど、特別に混乱し

たような状態はないということでした。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

長与町の場合は大病院がない。まだ中小医療機関ですかね。そういったもので混雑さ

はないというようなことでありましたけれども、しかし今大変その移行期間であります

ので、今多くの医療状況、長与町の方たちも長与町だけで医療を医療機関を利用するわ

けではございませんので、その他いろんな所でも利用するわけですけど、マイナ保険証



がカードリーダーにかざす際、例えば患者も本当行列を作って、そしてまたお一人お一

人に窓口が非常に対応も困難であるというふうに、利用する人も医療側も大変困難であ

るとお見受けいたしました。そのような形で今後そのような形になった場合、今のとこ

ろはないんでしょうけども、そのような今４日目ですからあれなんですが、今後そのよ

うに患者様からのそういった声を聞いたときは、今後の対応というのは、どのようにさ

れる予定でしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

医療機関にマイナカードリーダーがありまして確かにマイナカードを推奨はしており

ますけれども、まだ従来の健康保険証も使えますし、あとそれに代わる資格確認書とい

うものもあります。仮にマイナカードリーダーで顔認証に失敗したり暗証番号をお忘れ

になったときには、患者様の方に１０割負担にならないように、医療機関の方で聞き取

りなどをして本人確認ができるように、困ることがないようにという対応になります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね。現行の健康保険証は先ほどの答弁でも来年の７年７月３１日まで利用は

できるわけですね。それは国保と後期高齢者の方、被保険者の方だと思うんですが、皆

さま方のような公務員とか、社会保険証など使ってるマイナンバーカード、これから使

う人たちは来年の７月ではなくて１年間とお聞きしていますが、よろしいでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

すいません、共済含めて国保、後期以外の有効期限は詳しくは把握はしてないんです

けれども、従来の保険証が使える最長の期限は７年１２月２日までとなっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね、そのマイナ保険証は５年ごとの自動で送信されるということでよろしい

でしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

細田住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（細田愛二君） 

マイナンバーカードの更新の期限ということでお答えさせていただきますけれども、

マイナンバーカードにはＩＣチップが付いておりまして、その部分を電子証明書という



ことで言うんですけども、その電子証明書の更新期限は５年間と。公布をされてから５

回目の誕生日までということになっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

その際マイナ保険証を５年ごとの更新というところで、そのときに暗証番号なども変

える必要はございますか。 

○議長（安藤克彦議員） 

住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（細田愛二君） 

暗証番号を変更をする必要は特にございません。希望があれば変更はできるようには

なります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね、やはり同じ暗証番号などずっと使ってたら漏えいとかもありますので、

その辺りはやっぱり注意していかなければいけないなというふうに思いますが、現在の

国民健康保険証また後期高齢者保険者証の対象となる人数ですね。被保険者数ですね。

今の現在の保険者数を教えてください。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

１２月１日現在で国民健康保険が６,７６１人、後期高齢が６,２５４人です。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

その人数がマイナ保険証の交付対象、例えば資格確認書の対象というところでよろし

いんですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

この被保険者の方々がマイナ保険証をまだ作っておられない方々、この方々が資格確

認書の交付の対象の方となります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 



そうですね。今、先ほど言われましたように、まだまだあれなんでしょうけど、受診

困難者、高齢者施設入居者の対応ですけども、そういった方たちなかなかマイナ保険証

ももちろん自分で作成する、登録もすることはできない、顔認証もできないっていう方

たち。そういった方たちに対しては対応していく方たちは、後見人や法定代理人などが

対応されると思いますが、その方たちに対して例えば施設入居者なんか数十名いらっし

ゃいますね。そういった方たちに対して医療情報や個人情報などを含めて、１人で作成

をしに来てるのか、窓口でどのように対応をしてるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

要配慮者の方でマイナ証を登録されてる方でも顔認証や暗証番号の入力が難しいです

ので、申請により資格確認書を発行することができます。まだ施設入所されてる方の手

続きのために施設の方が来られてはいないんですけれども、複数の入所者の方の処理を

する場合でも長くお待たせすることのないように、その方が確かに施設入所していると

いう確認はしますけれども、こまごま確認せずにお待ちいただくことがないようにする

ようには予定しております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね。そこのところでやっぱり数十人登録をしていくという中で、窓口でも煩

雑になりますし、対応が大変厳しいと思うんですよね。その辺りそういった施設の方、

またその担当者の方からは、大変だというような声などはお聞きになってないでしょう

か。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

すいません、直接施設の職員の方とはお話はしていませんので、ちょっと現状が分か

りかねるんですけれども、先ほども申し上げましたように、厳密に要配慮者の方である

かどうかを基本の部分はしなくてはいけないんですけれども、厳密にしてお待たせした

りお困りになることがならないようにということで、国の方からもＱ＆Ａや通知が来て

おります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね、一番心配なのはやはり本人、当事者ですよね。当事者がやっぱりそうい

ったマイナ保険証を預けたり、いろんな個人情報をやっぱりどうしてもお知らせしない



といけないという個人情報の漏えい、そういうところも非常に申請漏れとか申請の間違

いとか心配になるところがあると思いますが、その辺りの懸念するところは、どのよう

にお考えになってますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

長与町の国民健康保険の端末は、直接つながっているところは国保連ですね。国民健

康保険連合会と後期高齢者医療とつながっております。長与町のシステムにつきまして

は、長与町の方でセキュリティをチェックしておりまして、国保連、後期の方でもさら

にその外部につながる機関に対してであったり、長与町であったり、つながっていると

ころのシステムのセキュリティは日々保守、管理、チェックをしておりますので、今の

ところ支障はありません。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

分かりました。今後のいろんな課題がまた徐々に進行とともに出てくるとは思うんで

すが、本当に登録をすることができない困難者、そしてもうやっぱりそういった一つ一

つの今後ミスが生じないように丁寧な対応をしていただきたいなというふうに思ってお

りますけれども、資格情報のお知らせ、先ほどごめんなさい、マイナンバーカードの交

付状況なんですけど、８１.３％、それから国保加入者が６９.４％、それから後期高齢

者のひも付けが６３.４％、そして発行までの期間が約１カ月かかるというところであり

ますけれども、そうですね、大変情報をやはり習得して１人の情報を登録するのに、や

っぱり３０分ぐらいかかるというところでお聞きしたんですよね。その辺り申請から発

行までが約１カ月というところでよろしいんでしょうか。この数字を見ても本町では半

数以上の人が登録をされてひも付けをされているというところですが、その辺りはどの

ようにお考えになりますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

マイナンバーカードそのものが申請してから使えるようになるまで１カ月、さらにそ

の先のマイナ保険証として登録する分につきましては、登録の作業時間はそれほどかか

らないんですけれども、登録が終わりまして使えるようになるまでには数日を要します。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

了解いたしました。国保加入者でマイナンバーカードもお持ちで、保険証として利用、



登録している人は資格情報のお知らせですよね。これは現在何人ぐらい登録されてるか、

お分かりになりますか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

すいません。１２月２日からマイナ証の方に本格移行しましたので、直近の数でお伝

えいたします。１２月２日から３日に来た方の中で、社保離脱転入等で新規に加入され

た方ですね。資格確認書が１５件で、マイナ証をお持ちという方々は、資格情報のお知

らせを発行しまして３件となっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

資格確認書を発行したのが１５件、そして、資格情報の人たちが３件ですか。そした

ら例えば資格情報のお知らせ、資格確認書、それから後期高齢者の方たちにはマイナン

バーカードで、お持ちの方は保険証として利用している方は資格情報通知書になると思

うんですね、この資格情報通知書は何人かお分かりになりますか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

申し訳ありません、この人数のうち後期高齢が何人かというのは把握しておりません。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

了解いたしました。このようにまだまだ今のところは、非常に少ない状況であると思

うんですね。それで資格、大変煩雑で分かんないと思うんです、住民の方は。いろんな

形でたくさん発行されますので、もう到底どれが来るのか、どういうふうに使うのかと

いうのが、なかなか理解ができづらいと思うんですね、高齢者の方たちも。それで資格

情報のお知らせと資格情報通知書、資格確認の違いっていうのは、根本的に何が違うん

ですか。様式が全く異なるのか、それともその内容、今お知らせしていただいた利用の

お知らせしていただいたのは分かるんですが、何が根本的に違うんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

資格情報のお知らせは、従来の被保険者証と記載事項はほぼ変わらないです。件名に

記載された名称が被保険者証から資格確認書に変わっております。資格情報のお知らせ

と資格情報通知書ですが、これはマイナ保険証をお持ちの方に発行するものです。名前



の呼び方が違いますのは、国民健康保険法施行規則等で、資格情報通知書と規定はされ

ているんですけれども、資格情報のお知らせという名称で交付してよいということにな

っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

国民の約８０％がマイナカードを持っていて、そのうちの約７０％がマイナ保険証と

して登録を今現在のところしております。しかし、実際は利用している人は僅か１０％

から１３％にすぎないと言われております。本町でのマイナ保険証登録というのは、先

ほど言われましたようにマイナカードの登録をしてるけど、マイナ保険証の登録と実際

何％の人が利用したのか、分かりますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

マイナ保険証の利用率ですけれども、９月受診分で国保が２３.３６％、後期が１２.

０５％です。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね。一般的な全国の数字からしたら高いのかも、同じぐらいか高いのかもし

れないんですが、今のところやはり７０％のマイナ保険証の登録をされているにもかか

わらず、実際に利用されたのがそれくらいだということですね。だけど多分ですね、今

本当に分かりづらい。もう利用するのに突然にマイナ保険証が突然に１２月２日から始

まったという印象が非常に強いんですよね。だからその辺りが対応が難しいかと思いま

す。例えば長与町の方が、例えば時津町とか県外の医療機関受診をする場合もあると思

うんですが、その際、未対応医療機関の受診をするときはどうなりますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

マイナ証のカードリーダー未対応の医療機関は長与町でも町外でも同じでして、マイ

ナ証をお持ちの方に交付しております資格情報のお知らせを提示とマイナ保険証と両方

の提示で受診ができることになっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

了解しました。その資格情報のお知らせ、例えば一家子どもが３人いて、例えばコロ



ナとか先日みたいに一度に皆さんが子どもたちも親子かかって、一度に医療機関にかか

るとなるとマイナカードを持たないといけない。マイナ資格証明書も持たないといけな

い。例えば資格確認書や資格情報のお知らせも持たないといけないとか、それぞれカー

ドが２枚ずつは最低要るわけですよね。それが３人となると６枚ぐらい持たないといけ

ないと。非常にかさばる大変な状況だと思いますが、その辺り住民からの非効率性、紛

失した恐れ、したときにはどうなるのかというような相談とかはないでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

幾つか相談はあっておるんですけれども、やはり資格確認書なのか、資格情報のお知

らせなのかということで戸惑いはあられるようです。あと１２月２日過ぎたら従来の健

康保険証がすぐ使えなくなるのではないかというご質問もありまして、そういうことは

ないですよということで、正しい情報を窓口、電話でご案内しているところです。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

例えば子どもたちは今医療費の助成してますね。その必要な自治体の発行は医療証と

いうところで発行されてると思うんですが、マイナ保険証の中にひも付けされるのか、

マイナ保険証と別にまた医療証が提示が必要なのか、その辺りはいかがですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

医療証はマイナ証と別で携帯することになります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうなると、マイナカードそしてまた医療書、そしてまた医療情報通知書、その辺り

でも３枚も１人で３種類も持っていかなければならないという大変なもう懸念されると

ころでありますけれども、この紛失したときに例えばマイナカードを紛失したときにま

た再発行ということで、その辺りは再発行はすぐにできるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（細田愛二君） 

マイナンバーカードの紛失につきましては、マイナ保険証が１２月２日から本格運用

といいますか施行されてますけれども、それと同時に１２月２日からマイナンバーカー

ドの特急発行という制度が開始をされております。これは通常マイナンバーカードの新



規交付になりますと、申請から交付までに１カ月ほどかかるんですけれども、紛失をさ

れた場合、その他にも要件ありますけれども、その方々につきましては、特急発行とい

うことで希望されれば約１週間程度で、お手元にカードが届くという発行の制度が始ま

っておりますので、そういった形で交付を受けることが可能になります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

特殊発行で１週間でスピード感を持って発行されるというところでもありますけれど

も、その間でも病気にならないとは分からないわけですよね。なるかもしれない。その

方たちで１週間の間、その辺りは資格確認書を提示、資格確認書もあるんですかね。資

格確認書を提示するのか、その辺りいかがですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

マイナンバーカードを紛失しているときには、お手元の資格情報のお知らせ等で資格

確認をすることになります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

再発行手数料というのがあるかと思いますが、その辺り高くなると聞いておりますが、

その辺りの情報は確認はとれてますか。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。何の再発行手数料でしょうか。再度お願いいたします。 

○１０番（安部都議員） 

マイナ保険証をなくしたときの再発行ですね。それの手数料とかが高くなると聞いて

おりますが、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（細田愛二君） 

マイナ保険証といいますか、マイナンバーカードを紛失された場合の再発行ですけれ

ども、通常の先ほど言いました約１カ月程度通常発行であればかかるんですけれども、

その場合は１,０００円の手数料がかかるんですが、特急発行ですね。１週間程度での特

急発行の場合は、手数料が２,０００円かかるということになります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 



それだけ高額な手数料がかかるわけですね。だからやはりその数枚なくしたらあっと

いう間にもう６,０００円も８,０００円も１万円もかかるわけですよね。本当大変な状

況だなあと利用者が大変だなと思うんですが、このマイナ保険証のひも付け状況は、大

変もう煩雑な作業だと推測いたしますが、現在、行政の窓口の担当の方は現在何人で行

っているのかお知らせください。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

国民健康保険係が６名、年金の係の者も国保の事務ができますので、年金係１名、合

わせて計７名で事務をしております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

それで今現在のところ不足はないというところでよろしいんでしょうか。ばたばたし

てるとか、もう過重に負荷がかかってるとかいうのはないですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

制度が新しくなりいろいろ発行する物の種類が増えましたので、負担感というものは

ありますけれども、お客さまが大勢受付に来られるとか、電話の相談が多量にあるとか

いうことは、今のところなく今の状態で回せてはいます。 

○議長（安藤克彦議員） 

住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（細田愛二君） 

マイナ保険証のひも付けにつきましては、先ほど健康保険課の方でもされてるんです

けれども、マイナンバーカード新規発行の方ですね。新規に交付される方につきまして

は、住民環境課の住民係の方の窓口で同意を頂いた上で保険証のひも付けも行っており

ますので、そういったことで分担をして業務を進めておりますので、今のところその大

きな支障というのは出ていない状況です。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

了解いたしました。そこのとこ本当今後まだまだ大変な何年も続くと思うんですけれ

ども、その辺りはちょっと皆さま方でご協力の上、スムーズな対応をしていただきたい

なというふうに思っておりますが、国保保険者、後期高齢者、後期高齢者被保険者証、

マイナンバーカードを発行し、マイナ保険証もひも付けしていくなど、今非常にまだ少



ない状況だということでありますけれども、今後このようなどのようなアプローチを今

度行政側としてはしていくのかですね。このままマイナ保険証がやはりひも付けしてい

くと行政として今お知らせは、広報、ホームページでされてるかと思いますが、その辺

りは行政としてどのようにお考えになってますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

広報、ホームページの方でマイナ保険証をご利用くださいということで、マイナ保険

証のメリットを記載したものを随時載せております。利用率の方がまだやはり少ないで

すので、少しでもご利用いただけるように、これからも情報発信に努めたいと思ってお

ります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

マイナ保険証を利用したい人たちは、マイナ保険証を利用する。しかしもう非常に困

難な方たちとか、やっぱりマイナ保険証は嫌だなとかいう方たちは、やっぱり本当に資

格確認書をこれからも使いたいという方たちもたくさんいらっしゃるかと思うんですが、

本町のホームページを見たら総務省からの募集でありますけど、マイナ保険証の利用登

録のメリットや救急現場での円滑化など、実証実験の実施に伴い募集をされておりまし

た。これについての今の現況をお伺いいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

総務部長。 

○総務部長（青田浩二君） 

マイナ救急実証事業の長与町内の実施結果についてお答えいたします。実証期間が９

月６日から１１月５日までで、全出場件数、こちら救急の要請があった件数が２６６件、

実際に医療機関等に搬送した件数が２３４件、そのうちのマイナンバーカードの所持を

されていた方が５８件、そのうち健康保険証の利用登録の件数が１９件、そのうち同意

あった方が１９件で、そちらのデータ閲覧というのが１９件となっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

利用状況は分かりました。結構思っていたよりは今のところ多い件数かなあというふ



うに思いますが、その辺りまだ募集期間が延長されていると思いますが、行政としては

その辺りまだまだこれから延長がされるということは、まだ募集してるというところで

よろしいんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

総務部長。 

○総務部長（青田浩二君） 

こちらの方が消防局の方が実施をされておりまして、全体的な件数ではあるかと思い

ますけれども、その件数がまだちょっと少ないということでの期間の延長だと思ってお

ります。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

了解いたしました。それからメリット、デメリットでございますけれども、メリット

としては、なりすましや不正が減少するとか、昨年度も保険証を使って友達や兄弟など

の保険証を使用してなりすまし事件が１８件、５年間で５０件なりすましがあったとい

うところです。それから重複投薬の防止、それもメリットがあるというところでありま

す。デメリットとしてやはり今のところでは大変な事務量の過重だろうなあというのと、

それから有事の際の停電などが起きた際のカードリーダーが使用できなくなるなどの困

難が発生する状況であると思います。その辺り行政として医療側もそうですけれども、

行政として住民サービスや窓口に影響が出るのかどうなのか。その辺りはどうでしょう

か。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

マイナ証が停電などで使えないとき、カードリーダー等が使えないときは、資格確認

書などの何か他に分かるものをお持ちいただければ、それを提示していただくなどして、

受診に影響がないようにしなくてはいけないとは思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね。やはりそういったときには、かなりもう利用者、患者さんは、もうその

カードリーダーというか、カードリーダーも使えなくなる。マイナ保険証もそのまま使

えなくなるという、本当にデメリットがあると思うんですね。７割の医療機関が現在の

ところもトラブルが発生していると言われております。結局マイナ保険証を入れてもカ

ードリーダーが全くシステムが反応しないとかさまざま、カードリーダーがそして今５

台種類があるんですね。その辺り５台あって縦に入れたり横に入れたり、差し込みが差



し込んだり、さまざまな所で違うわけです。医療機関によってそれぞれ違うので、患者

様はどういうふうにこっちの病院では横に入れた。また一つの病院、他の病院では縦に

入れたとか、さまざまなところで全然違う対応となってるんですね。その辺り非常に顔

認証もできない、対応に追われてるわけですけども、そこのところはお聞きになってま

すでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

今のところ町内の受診機関では、カードリーダーのトラブルで困ったという具体的な

ことは聞いてはおりません。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

となると、今のところは利用者少ないですからそういうトラブルも今のところは長与

町ではないのかもしれませんが、今後いろんな所で、皆さん患者さんが増えていくと思

いますし、そして、またいろんな病院をかかったときには種類が５種類あるわけですの

で、対応が難しくなるのかなというふうに思いますので、その辺り窓口として今後また

注意っていうか、対応をしていただけたらと思います。 

それから４番目に移ります。ランサムウェアによって攻撃されたサーバアクセス障害

が発生した事例がありますけれども、本町での今後の対応というところでございます。

今後は本町は連携システムを行って、適切に運用を図っていくという答弁でございまし

た。そうですね、ランサムウェアって非常に官公庁や大企業、中小企業などもう規模に

問わず攻撃をしかけるマルウェア、そしてまた企業が保有するデータを不正に暗号化し

たり、搾取したり、暴露すると。脅迫して金銭を要求するという攻撃型なんですが、去

年とおととしなんかは、ランサムウェアでは暗号化キーですね。いろんな暗号化キーを

今まではしていたわけですよね。それでしかしそれがなくなって、情報を直接的に盗む

という手口が非常にはやってて、昨年、一昨年は非常にはやってて、エスカレートして

いるという巧妙になっているということをお聞きしていますが、その辺り本町として懸

念されるところはありますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

木須情報政策課長。 

○情報政策課長（木須紀彦君） 

長与町に対するシステムというふうな観点でお答えさせていただきます。町長答弁に

もございましたけれども、そういった形で非常にセキュリティの強いネットワークで構

築されております。このセキュリティの管理については、国の方で適切に管理をされて

いるところでございますので、長与町としての対策といたしましては、国の方から適切



示されています管理の基準ですね、こちらを適切に実行していくというふうな形で進め

てまいるというとこでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

この本町におきましては、そういうふうに安心してそういったものもないと、適切に

行っていくというところでしょうけど、実際もう企業、団体、医療業界、公共機関です

ね。教育施設さまざまな所でランサムウェアの被害が発生しております。長与町として

ではなくそういったお声、被害額、そしてまた被害件数というのは、そういったところ

でお聞きしたりはしていますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

情報政策課長。 

○情報政策課長（木須紀彦君） 

長与町としてというふうな数字は申し訳ございませんが、ございません。ただ、これ

も一般的なご回答になりますけれども、警察庁の方が半期ごとに公表してございます数

値を申し上げますと、令和５年は１９７件、令和４年は２３０件、これはランサムウェ

アの被害に遭った件数でございますが、令和３年は１４６件と承知しております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

年々と増えているというところであります。そしてランサムウェア被害にあった医療

業界もたくさんそれぞれあるんですね。一昨年は徳島県の公立病院がランサムウェアに

よって感染し、電子カルテシステムや会計システムが攻撃されて閲覧が不能となり、約

２カ月間の業務停止を余儀なくされているというところで、あと愛知県とか大阪の医療

機関もランサムウェアによって被害が出ておる状況です。やはり長与町もないとは言え

ないわけですよね。このランサムウェア、今後ね。絶対に１００％ないとは言えないわ

けですので、その辺りも今後対応をしっかりと本町としてもして、医療機関と連携をし

ていっていただきたいなというふうに思っております。 

それから５点目になります。小さな医療医院では、システム導入の負担に追われて７

００カ所以上の診療所が閉鎖しているというところでありますが、本町としては現在中

小医療機関ですので、ないというところでございました。しかし、このある医療機関で

は、カードリーダーの診療拡大のために購入したばかりなのに数カ月で故障したため、

機器の修理や交換に今後もかかって経営的に非常に厳しいと言ったり、いろんな所で、

そしてまた田舎の医療機関では１万人のシステム情報を引くために、費用が３００万円

から５００万円かかって辞めざるを得ない状況に追い込まれたというふうにお聞きして

おります。本町ではそのような医療機関はないということですが、今後システムが複雑



化して経済的損失または本町の本当に医療機関にそういった変化がないとも危惧するこ

ともありますので、その辺りどのように理解してよろしいでしょうか。今後の対応策な

ど窓口の対応策なども併せてお聞かせください。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

顔認証付きカードリーダーについては、初期の投資に関しては国から医療機関に対し

て補助金の支援がありました。これから国からさらにどのような支援があるかは分かり

ませんが、町として医療機関に直接支援することはできませんけれども、今後、国の情

報を見ながらどのような支援が医療になされるか、情報を把握していこうと考えており

ます。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 

○１０番（安部都議員） 

そうですね。やはり医療機関からも大きな声が上がってますし、提訴もされて本当に

大変な状況であるところもたくさんあるわけですよね。そしてまた２０年ほど前に住基

カードが発行された際、１兆円の経費がかかったにもかかわらず廃止になっております。

そういったところで、現在健康保険証でマイナ保険証が継続しておりますけれども、医

療者側の負担、そしてまた利用者側の負担、高齢者などを考えて鑑みて、このそのまま

医療ＤＸして導入されていくかもしれませんけれども、そういった困難者の方たちとか

いろんなことを鑑みて、これからも現行保険証を継続するための医療機関などのそうい

ったところで政府への要望など必要だと考えますが、その辺りどのようにお考えになり

ますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

山本健康保険部長。 

○健康保険部長（山本昭彦君） 

今日の社会においてやっぱり教育ＤＸ、医療ＤＸ、情報化の進展が著しい中で、この

時代の流れ、社会の変化というのがあります。これはもう避けられないことと思います。

また、これに対応していかなければならないと思っております。今回ご質問のマイナ保

険証につきましても、その変革の中の一つだと思っております。今回、健康保険証の廃

止に伴いまして、所管もこれについて準備をして１２月２日からのスタートで走り出し

ももうしておりますので、町といたしましてもこの社会の変化を捉えながら住民の方が

安心して医療が受けられるような体制を取って丁寧な説明、そして情報発信によるマイ

ナ保険証の周知をしながら、普及と利用促進の方に努めていきたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

安部議員。 



○１０番（安部都議員） 

はい、分かりました。丁寧なこれからの対応策を考えていただきたいなというふうに

思っております。みんなが困らないだけの困らないシステムとして、本当は現行保険証

の存続が共にいいのかなというふうに思ってます。最後に現在、このマイナ保険証につ

いても不透明な状況であります。厚労省やデジタル庁も手探り状態でありますので、行

政も医療機関窓口も煩雑な事務作業に追われて、特に高齢者の利用者からの不安も上が

っておりますので、今後慎重に住民の皆さま方に優しい行政サービスを行っていただき

たいと望み、質問を終わらせていただきます。 

○議長（安藤克彦議員） 

これで安部都議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１４時１５分まで休憩します。 

（休憩 １４時０７分～１４時１５分） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順９、西岡克之議員の①ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された端末の更新につ

いて、②マイナ保険証の普及と利用促進についての質問を同時に許します。 

１５番、西岡克之議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

午後の一番眠たい時間でしょうけども、眠たくならないようにてきぱき質問いたしま

す。それでは議長のお許しを得ましたので、早速質問に入ります。まず１番目、ＧＩＧ

Ａスクール構想の下で整備された端末の更新についてでございます。ＧＩＧＡスクール

構想は２０１９年１２月に文部科学省が補正予算を計上したことに始まり、児童生徒に

１人１台ずつ端末を配備し、個別最適な学びをＩＣＴを活用して実現していく構想です。

翌２０２０年の新型コロナウイルス拡大に伴い、子どもたちの学びの機会を守るために

急速に普及し、今年８月現在ＧＩＧＡスクール端末は全国で９５０万台に上ります。今

後、これらの端末が順次更新時期を迎えてきます。ＧＩＧＡ第２期では、政府の負担で

都道府県ごとの共通仕様書を基に共同調達することになり、調達の大型化が予想されま

す。また、ＭＭ総研が公表した２０２４年８月時点でのＧＩＧＡスクール構想実現に向

けたＩＣＴ環境調査によると、端末更新の６８％は２０２５年度に集中している。この

ため、来年度予算での更新端末の適切な調達が課題となる一方で、同時に取り組んでい

く必要があるのが、これまで活用してきた端末の処理であります。文部科学省では「公

立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領」において、更新端末への補助に当

たり、端末の整備、更新計画の考え方および更新対象端末のリユース、リサイクル、デ

ータ消去、処分計画の策定、公表を義務付けています。そこで、懸念される事項につい

てお尋ねをいたします。（１）廃棄更新される端末について、文部科学省、環境省、経

済産業省の３省合同で通知された方法で適正に処理されなかった場合、排出事業者とし



ての責任を求められるばかりでなく、第２期端末購入の補助要綱に非該当となる懸念も

あり得ます。そこで、来年以降本町において端末を何台程度新端末に買い替え、旧端末

を処分する必要があるのか。リースの場合は、新規リース、返納台数ですね。また、端

末を処分する際のデータ消去に対しての認識、具体的な取り組みについてお尋ねをいた

します。（２）として、２０２４年５月１７日の環境省の通知では「使用済み端末には、

レアメタル等の有用な金属が多く含まれており都市鉱山とも呼ばれる。我が国における

金属資源の枯渇リスクの観点から、ＧＩＧＡスクール構想の下で、整備された端末を含

めた使用済端末の適正な再資源化を推進することが必要である。」とされています。こ

のような背景を鑑み、廃棄端末の処理に対してどのような認識か、処理の具体的な流れ

も含めてお尋ねをいたします。 

２番目として、マイナ保険証の普及と利用促進についてでございます。本年１２月２

日から従来の健康保険証は新規発行されなくなり、その後はマイナンバーカードでの保

険証利用を基本とする仕組みに移行していきます。円滑に移行するために政府としては、

マイナンバーカードの総点検等を行い、国民の信頼回復に努めてきました。本年５月か

ら７月をマイナ保険証利用促進集中取り組み月間として、医療団体との連携やあらゆる

メディアを通じて広報展開をしています。こうした状況を踏まえて、地域住民が安心し

てマイナ保険証を利用できるように、利便性や質の高い医療が受けられるための基盤に

なっていくように正しい情報の発信が必要だと思います。本町ではどのような取り組み

をしているのかお尋ねをいたします。 

以上、お尋ねをします。 

○議長（安藤克彦議員） 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、西岡議員のご質問にお答えをいたします。なお１番目のご質問につきまし

ては、所管をしております教育委員会から回答をします。私からは２番目のマイナ保険

証の普及と利用促進についての質問にお答えをしたいと思っております。まず、マイナ

保険証の情報発信につきましては、町の広報紙、ホームページで随時行っておりまして、

マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず資格確認書が交付され、引き続き医

療機関を受診できることなどお伝えをしておるところでございます。また窓口対応とし

て、マイナ保険証のご自身での登録が困難な方への支援や、高額医療費支給申請受付の

際マイナ保険証であれば手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されるこ

とを説明をいたしまして、マイナ保険証の利用についてのお声かけをさせていただいて

おるところでございます。その他、医療現場でのマイナ保険証の定着促進のために、町

内の医療機関を訪問し、来院された方へマイナ保険証の利用登録や利用方法などの一連

の流れについて説明等も行ったところでございます。受付事務の方へも制度説明とマイ

ナ保険証を基本とする仕組みへのスムーズな移行の協力を依頼をしております。住民の



方が混乱なく安心して医療が受けられるよう、引き続き丁寧な説明と情報発信に努めて

まいりたいと考えております。私の方からは以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

金﨑教育長。 

○教育長（金﨑良一君） 

１番目、ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された端末の更新についての１点目のご質

問につきましてお答えいたします。本町の小中学校で使用しているタブレット端末につ

きましては、令和３年２月に３,６００台購入しているところでございます。従いまして、

処分対象はこの旧端末３,６００台でございます。また、各地方公共団体における故障率

を勘案した結果、必要な財源が国により措置され、児童生徒数の１５％以内の予備機の

整備が可能となったこと、また、一部地域におきまして児童生徒数の増加が予想される

ことから、次年度に４,０００台購入する計画としております。６月議会の一般質問にお

いて、令和８年度購入、令和９年度当初より使用開始とお伝えしておりましたが、その

後、共同調達会議が県下で組織され、また財政部局との協議が一定整ったことから、令

和７年度購入、令和８年度当初より使用開始と計画を変更しております。データ消去に

つきましては、児童生徒への配慮および取り扱う情報の多様性、多目的性等を鑑みます

と、端末の再使用、または再資源化に当たって不可欠なものと認識をしております。具

体的には、文部科学省の教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインで推奨さ

れている物理的な方法、または磁気的な方法による破壊、データ消去装置またはデータ

消去ソフトウエアによる上書き消去などにより、データ消去作業を行う予定でございま

す。２点目、使用済み端末の再資源化についての認識および処理の具体的な流れについ

てのご質問にお答えいたします。使用済み端末の再資源化につきましては、適正な処理

および資源の有効な利用の確保の観点から、議員同様必要不可欠であるとの認識でござ

います。再資源化手法につきましては、議員お示しの３省通知におきまして、小型家電

リサイクル法に基づく認定事業者への処理委託、または資源有効利用促進法に基づく製

造事業者等への処理委託が推奨されているところでございます。処理業者によりまして、

処理の流れは若干の差異はあるものと承知をしておりますが、いずれにいたしましても

一定の再資源化技術を有しており、加えて回収から再資源化に至るまで情報漏えい対策

を講じることが可能な業者の選定が肝要であると思慮しております。以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

それでは再質に入らせていただきます。ちょっと台数の確認をさせていただきます。

今、当初の答弁では３,６００台を保有してあると、現状ですね。で、今度１５％多めに

購入で約４,０００台ということで間違いございませんか。 

○議長（安藤克彦議員） 



久原教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

議員おっしゃるとおりでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

補助金も付いて、その補助金で購入できるという理解でよろしいんですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

このＧＩＧＡ端末の第２期の購入に関しての流れでございますが、国から補助金が県

の方にまず下りてございます。それを県の方で基金として造成しまして、その基金を各

市町の購入の時期に応じて支出していくというような流れになっておりますので、実際

は歳入としてはうちに直接国の補助金として入るのではなく、県の基金からの支出とい

う形になろうかと思います。その手はずについては当然県の方で滞りなく行っておられ

るものだとの認識でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

分かりました。お金の流れも分かりました。次にですね、令和８年使用ということな

んですけど、その来た端末はすぐ子どもたち全員に渡って授業で使えるっていう認識で

いいんですか。例えば、全部行き渡らない、一遍に来ないとか、その辺のちょっと考え

方を教えていただきたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

次年度ですね、共同調達会議の方で調達をする形になろうかと思います。場合によっ

ては、ちょっと難しい英語でオプトアウトという表現をしてるんですが、このiPadの購

入というのは県下で長与町だけでございまして、その場合ですね、調達行為や契約準備

行為を町限りで行う必要がある場合がございます。ここについては未確定なんでござい

ますが、いずれにしましても７年度の早いうちにその調達行為等を行いまして、設定等

を年度内に行い、８年度当初には児童生徒の元に届けられるよう進めてまいりたいと思

います。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 



いや、その点については、私が心配しているのは場合によっては子どもたちに行き渡

らない、ここに入ってここには行かないっていう、まあ、ないとは思いますけども、も

しそうならないようにということで今ご質問をしたんです。今お聞きしたら長与町だけ

ということですよね、県下では。うちの導入が早かったので、かなって思うんですけど

も、その辺の事情は大丈夫なんですね。再度お聞きしますけども。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

すいません理解が悪くて。iPad等のＯＳを使ってるのが長与町、iPadの購入が長与町

のみでっていうような表現でございました。加えて、購入もその台数を一度に購入をす

る予定でございまして、その調達についても現時点では特にメーカーの方でも問題なく

できるものというふうに考えております。要は全児童生徒に行き渡るものとの認識でご

ざいます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

今まで教える側としても、その教師の方々ですね、今までずっと教えてるので大丈夫

だろうって思うんですけども、新任の教師の方とかいらっしゃいますよね、再任用は大

丈夫かなと思うんですけども、そういう方々が遅滞なく子どもたちにすぐ教えること、

使い方も含めて、そこら辺も大丈夫なんですかね。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育長。 

○教育長（金﨑良一君） 

新しく先生になられた方、あるいは他の市町から転入をされた方々もすぐに使えるよ

うな状況ではあると思いますし、またこのＩＣＴの能力につきましては、むしろ若い方

の方が非常に早うございますので、これについては問題ないかというふうに捉えており

ます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

分かりました。導入については、おおよそ私の想定する部分に関しては問題がないの

かなというふうに思っております。今度、今までの端末の処分についてお尋ねをいたし

ます。先ほどちょっと当初の質問の中でもあったんですけども、リユースとかリサイク

ルとかあるんですよね。その中で国としては３省合同通知であったように、端末の処理

をするに当たって、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律というのがあ

るそうでございます。それに基づいて指定業者への処分を委託また再使用、また再資源



化は処分業者また国の認定を受けていなければならないとあるんですね。で、その確認

方法とかあるんですけども、最初に端末を廃棄なのか、それともこういったら下取りっ

ていうか、買い替えっていうか、要するにその辺はどうなんですかね。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

今現在使っておりますiPadですね、こちらは私どもの今現時点でのリサーチの結果、

有償での売却ができるものと考えております。この場合有価物になりますので、廃棄物

処理法の対象外となりますのでその点も大丈夫かというところと、今お話ありました認

定事業者であれば、今の小型家電リサイクル法にのっとってこの廃棄物の処理というの

もできるということになっておりますので、問題なくできるものとの認識でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

ということは、いわゆる廃棄はしない、廃棄物という捉え方ではなくて有価物という

捉え方ですね、分かりました。廃棄するとなれば、いろんな例えばマニフェストとかい

ろんなものがかかると思うんですが、有価物なので売却ですね。ただ、売却をするとな

ると、所有権はないんですけど、今度その中にある端末のデータ処理というのは、国の

認定事業者っていうお話もございましたが、要するに排出者責任っていうかな、廃棄物

法にかからない排出者責任というのがあると思うんですね。そこら辺の端末のデータ処

理をより確実に行わなければならないと私は思います。認定事業者っていうかその辺の

処理ですね、認定事業者、ちょっとあんまり言うたら。多分本県では難しいというふう

に私は、廃棄物とかそういう形で調べているんですけども、他県でも構いませんけども、

データの消去、処理はしっかり確認が必要と思います。そこについてのお考え方をお尋

ねをいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（久原和彦君） 

議員がおっしゃられるようにですね、タブレット型端末につきましては多量かつ重要

な個人情報が含まれているものと思います。また、ちまたにはデータの復元ソフトなど

が存在しまして、データをいったん消去したつもりでも復元が可能であったりしますの

で、その完全な消去が容易ではない。そして保管ですね、実際おっしゃられたように所

有権が向こう側にも渡りますので、その保管の際にも盗難を阻止するような物理的な措

置であったりとか、この使用済み小型家電、端末を専用ソフトなどを用いて確実に個人

情報に係るデータを削除するということが必要であると思います。ちなみに先ほど来申

し上げております小型家電リサイクル法に基づく認定事業者につきましては、今申し上



げました２つの大きな点につきまして義務付けられておりますので、要はこの業者に処

理委託をすれば今の点は完全に担保できるものとの認識です。プラス最後に実際の問い

にございました事業者によるデータの完了後、この場合やっぱりデータ消去完了証明書

などの発行を求めることによって、我々側からも事後のチェックが必要ではないかって

いうふうに我々も今現時点認識しているところでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

分かりました。きちんと微に入り細に入り、データの消去もちゃんと担保ができてる

という形で理解をいたしました。もうあと問題がないのかなというふうに思います。先

ほども申し上げたように、廃棄と売却だったら全然また違うんで、そこら辺を売却とい

う形を取って、その後のデータ消去もきちんと行えるということが担保しているみたい

ですので、あとは遅滞なくきちんと子どもたちに渡せるようにしていただければという

ふうに思います。この質問はこれで終わります。 

続きまして、マイナ保険証に入ります。先ほど同僚議員がもう質問をしましたので、

多少かぶるかなとは思いますが、私も一応質問をさせていただきます。まず、本町のマ

イナカードの普及への取り組みとしては、今までどういうことをされていますか。現状

も含めてお答え願いたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

森本健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

町の広報、ホームページ等で、マイナンバーカードを健康保険証として使った場合の

メリット等を記載したもので皆さまにお知らせをしております。先日は医療機関の方を

訪問いたしまして、事務の窓口の方に患者様に健康保険証をマイナンバーの方に使って

いただくために、お知らせ、啓発等で訪問をいたしまして、患者さんの方にマイナ証を

お持ちですかということと、マイナ証を使うとこういうメリットがありますということ

で直接お伝えをしてきました。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

普及と取り組みについては、ホームページとか広報とかでやられてると。それとまた

医療機関も訪問されて啓発をしているというふうに、今答弁を聞いて理解をいたしまし

た。次に、発行数、これはマイナカードともう保険証と一緒にっていう部分でご質問さ

せていただきます。本町の発行数はどれくらいですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

細田住民福祉部理事。 



○住民福祉部理事（細田愛二君） 

住民環境課の方からまずマイナンバーカードの発行数についてお答えをさせていただ

きます。令和６年１０月末時点の保有枚数ということになりますけども有効なマイナン

バーカードをお持ちの方ですね、この件数が３万２,３９７人となっております。保有枚

数率といたしましては８１.３％となっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

先ほどのマイナンバーカードをお持ちの方の中で、国保と後期のマイナ保険証の登録

率をお伝えします。国保がマイナ保険証の登録率は６９.４％、後期のマイナ保険証登録

率は６３.４％です。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

じゃあ、もうそこそこ、まず保有率が８１.３％ということで、もうほぼほぼ行き渡っ

てるというふうに理解をいたします。３万２,３９７枚でいいんですかね、３万９,００

０人いくらかなうちの人口が、で３万２,０００ということですから、かなりの枚数が行

き渡ってると。もちろん国保と社保とあるので、その中の国保で６９.４％、後期で６３.

４％、もうかなりの努力されてるなっていうのがよく見てとれます。医療機関とか病院

も訪問されてるっていうことで、なかなか熱心にやられてるなと。その中の医療機関で

はほぼカード読み取り機っていうのはもう準備されておりましたか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

３６の医療機関中３４の医療機関が設置済みです。残る２つの医療機関は、申請中、

検討中とのことです。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

じゃあもうほぼほぼ全部の医療機関でできてるということは、もう全てここに通う患

者さんも全てそういうやり方がもうそれで通用してるというふうに理解をいたします。

私もマイナ保険証を使っております。喉がちょっと弱いんで、季節の変わり目は耳鼻科

とかよく行くんですよ。本町内の耳鼻科で使用しております。遅滞なくさせていただい

てますし、町外の医療機関にも３カ月に１回、健康保険課のご指導で病院に通っており

ます。血圧、糖とか中性脂肪とかですね、そこをご指導いただいたんで、そこの医療機

関に通ってますけども、市内ですけどね、非常に数はよく来られてるとこけど、全然遅



滞がなく使用できるという現状本人が身をもって感じております。付け加えておきます。

そこで、このカード読み取り機というのが導入をすれば確か補助金があると思うんです

ね、医療機関に対して。その確認をしたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

顔認証付きカードリーダーは、病院であれば３台まで無償提供、大型チェーン薬局は

１台無償提供、診療所、薬局は１台の無償提供となっております。この他にネットワー

ク環境の整備などでも補助金があっております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

ということは、これを導入することによって医療機関の金銭的負担はないということ

で、ほぼほぼですね、ないということで理解をしたいと思います。そうそう、支援金が

最大２０万円から病院では４０万円あるっていう、私が調べた資料ではあるんですよ。

だから、金銭的負担はほぼほぼないのかなあというふうに思います。まずそれが１点。

次にですね、この申請に来れない方、役所の窓口にマイナンバーカードと医療保険証と

ひも付けて申請に来れない方の対応はどのようにされておりますか。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

窓口にマイナ証の登録等に来れない方は、モバイル型の端末というのもありますので、

もしくはご自宅の方でマイナポータルの方でひも付け等をしていただくことになります。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

自宅で出張申請の受け付けですね、私が調べた資料の中では石川県のある町、宝達志

水町っていうんですか、ここではそれをやってると。町の広報で個人宅で出張申請を受

け付けて、受け付けを実施している旨を通知して、準備物について確認した上で訪問を

すると。各個人のお宅でやってるということですよね。完成したカードは申請者宅に郵

送をするという形でございました。また、施設等が本町内にもあると思います。そうい

う所も結構特別養護老人ホームとかグループホームとかあるんで、そういう方々は来庁

が難しいというので、そういう方々に対しての出張申請って申しますかね、についての

制度、制度っていったらあれでしょうけども、どういうふうにやられてるんですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

住民福祉部理事。 



○住民福祉部理事（細田愛二君） 

本町におきましても、施設の方にご案内を差し上げまして、出張申請を行わさせてい

ただいております。その中で、マイナンバーカードの新規の申請と交付をさせていただ

いておりまして、その中で同意を頂いた方につきましては、保険証のひも付け、そこま

で行わさせていただいております。実績といたしましてはですね、これはちょっとマイ

ナンバーカードの出張申請の件数になりますけれども、令和５年度で３施設３８名、令

和６年度につきましては今のところ１施設４名の方々に交付をさせていただいておりま

す。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

もうじゃあ既にそういう施設には出向いて申請のお手伝いをしてるという理解をした

いと思います。私がつたない調べ方でございますけども、調べた中でも静岡県の焼津市

っていうのがあって、そこではやっぱり窓口に来庁することが困難な方は市内の介護施

設で出張申請受け付けをしていると。カードを取得していない入所者や施設職員に対し

て市の職員が顔写真を撮影して、申請書の記入方法を説明し、完成したカードは後日書

留郵便で施設に送るということもやって、うちのね、本町でもやられてるということで。

令和５年というけども、昨年から取り組んでおられるということで、普及活動に向けて

一生懸命頑張っておられるなというのがよく見てとれました。ありがとうございます。

次にですね、この、もう保険証と使用するのはもうもちろんのこと、で、この活用方法

というのをマイナカードの場合は国の方も言っております。いろんなさまざまな活用方

法があると思いますけども、本町ではどのような活用が考えられるかお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

住民福祉部理事。 

○住民福祉部理事（細田愛二君） 

マイナンバーカードの活用方法、利便性とか利用拡大ということでお答えをさせてい

ただきたいと思いますが、まずマイナンバーカードにつきましては、本人の確認書類に

なるということがまず一つ言えまして、そして長与町におきましてはマイナンバーカー

ドを利用いたしましてコンビニエンスストアなどで住民票であったりとか各種証明書の

取得ができる、いわゆるコンビニ交付ですね。この活用ができるということになります。

また、今回の健康保険証としての利用ができるなどがございます。また、他にも公金受

取口座の登録であったり、行政サービスまたは民間サービスにおいても活用できるとい

うことになっております。今後も運転免許証の一体化であったり、パスポートの新規申

請、こういったことが予定をされておりまして、利用拡大が図られているようでござい

ますけれども、本町といたしましても、それに沿ってマイナンバー活動の利用拡大に向



けては取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 

○１５番（西岡克之議員） 

理事がおっしゃったとおり活用を、今から今度広報でもやっぱりいろいろこう住民の

方々にお知らせするべきというふうに思います。先ほど同僚議員が質問した時の答弁の

中で、高額医療についてはもう自動的に活用できるとか、子育ての関連手続き、引っ越

しサービスもできると。それと図書館カードに使ってる所もあると。図書館のカードを

わざわざ発行、枚数が増えないように、これ１枚でできるように、図書館カードとかし

てると。本町も今から図書館を造ると言ってるんで、そういうことでも活用ができれば

というふうに思います。それとＮＴＴデータとか日本郵政では社員証として使ってると

いう話でもあります。徳島県庁も社員証というか、で利用してるという話もございまし

た。一番、一番というか私がこれうちの党でも推奨しておりまして、コロナの時に支援

金って１０万円ずつ配りましたね。あれ事務が２、３カ月かかるんですよね。その時に

マイナカードがあればすぐできるんですよ。事務の時間が短縮できるんです。それで、

それを聞いてからなるほどって。それまで私もちょっと怪しいなと思ってたんですけど

も、そういう便利なことができるんだというふうに理解いたしまして、すぐ登録申請を

したこともあります。ですから、こういう形でどんどん普及を図るべきではないかなと。

これが健康保険証だけだったらできないんです。マイナカードだからこれができるんで

すね。今後もまたそういうふうな形でいろいろ、例えば大規模災害があった時にマイナ

カードを保持していけばどこの誰かっていうすぐ分かるっていうこともあります。です

からどんどん普及をしていくべきだというふうに私は思います。また私が先ほど申し上

げた特定健診とかですね、薬事療法、今お薬手帳って持って行ってですね、私よく忘れ

ていくとですけど、薬屋に行った場合に「お薬手帳は」って言ったら「ああー」ってす

ぐ取りに帰ってから持っていくんですけども、マイナ保険証にしとけばそのまま提示し

ただけで薬の履歴がすぐ分かると。例えば救急車で運ばれた時も持ってればすぐ使い方

ができるということもあります。そういう形で、これいろんな庁舎一体となって住民環

境課と健康保険課じゃなくて、他の課も一緒になって普及を図るべきと思いますが、そ

の辺はいかがでございましょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

青田総務部長。 

○総務部長（青田浩二君） 

せっかくあるマイナンバーカードですので、利用できるところは利用していきたいと

考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西岡議員。 



○１５番（西岡克之議員） 

前向きと捉えられるご答弁が頂けましたので、マイナ保険証の利用と整備については

これで終わりたいと思います。すぐ前向きな答弁が頂けたことに感謝をいたしまして、

私の質問は終わります。以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

これで西岡克之議員の一般質問を終わります。 

場内の時計で１５時１０分まで休憩します。 

（休憩 １４時５４分～１５時１０分） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。 

通告順１０、西田健議員の①鳥獣被害対策について、②長与皿山窯跡の保存整備事業

についての質問を同時に許します。 

７番、西田健議員。 

○７番（西田健議員） 

最後の質問者となりました。よろしくお願いをいたします。①鳥獣被害対策について。

さまざまな鳥獣被害防止対策を講じているにもかかわらず、一向に減らない被害。イノ

シシなどが生活圏にまで出てくるようになり、赤道の土手や庭先、さらには家庭菜園ま

でが荒らされている現状にあります。長崎・西彼地域鳥獣被害防止計画を基に被害状況

を確認したところ、長与町では令和３年度イノシシによる被害金額が６９１.２万円、カ

ラスによる被害金額が３６.７万円、アナグマによる被害金額が７６万円でありました。

１年を通じてほぼ全域において農作物被害と生活環境被害が拡大しています。現在、鳥

獣被害防止計画を基に、令和５年度から令和７年度までの年度ごとに減額目標を定め、

各種取り組みを実施しているところであります。現在の状況についてお伺いします。（１）

被害軽減の達成状況は順調か。令和５年度の実績をお伺いしたい。（２）従来講じてき

た被害防止対策の中で、各種課題の達成状況はどうか。（３）一般家庭でも被害が発生

している中、ワイヤーメッシュ柵の助成ができないか。（４）長崎市、時津町との連携

は行っているか。 

②長与皿山窯跡の保存整備事業について。本件は、史跡の保存と管理を確実に行うた

め、平成２０年度より用地買収に着手。現在、買収予定面積の６３.５％を買収済みで、

残りについては継続して交渉を行っています。さらに、発掘調査の実施および保存、管

理、活用方法について検討を行っています。そこで、以下について質問いたします。（１）

令和３年度から実施した発掘調査についての状況をお伺いします。（２）発見された遺

物についての保存、管理についての計画をお伺いします。（３）皿山窯跡の環境整備に

ついての計画をお伺いします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 



吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは西田議員のご質問にお答えをいたします。なお、２番目のご質問につきまし

ては所管をしております教育委員会から回答いたします。私の方からは、大きな１番目

の鳥獣被害対策についての１点目、被害軽減の達成状況についてのお尋ねでございまし

た。令和５年度の実績を申し上げますと、被害面積が２.２ヘクタール、被害額はイノシ

シが６１２万２,０００円、カラスが６万円、アナグマが５１万円、総額６６９万２,０

００円でございます。被害面積、被害額ともに令和３年度より減少しており、令和７年

度の削減目標に対しましておよそ５５％を達成をしておりまして、順調に推移している

と考えております。２点目でございます。被害防止対策における課題の達成状況につい

てのご質問でございます。現在、被害防止対策のうち捕獲等に関する取り組みにおきま

しては、狩猟免許の取得経費を助成しており、令和４年度に５名、令和５年度に２名、

令和６年度に１名の狩猟免許の取得がございました。課題となっております狩猟の担い

手の育成につきましては、令和４年度以降、新たに６名の方が猟友会へ入会し、研修を

受けながら捕獲活動に従事していただいているところでございます。また、防護柵の設

置などに関する取り組みにおきましては、従来、農地における防護柵の購入を助成して

きたところでございますが、生活環境被害に係る防護対策の実施、生活環境被害に係る

支援制度の充実が課題となっております。本町におきましては、令和４年度より自治会

へのワイヤーメッシュの貸与を始めているところでございます。最後に、生息環境管理

の取り組みにおきましては、国、県事業を活用し、イノシシの近寄りがたい緩衝帯の整

備を対策として実施していく中で、地域ぐるみでの組織的活動の検討が課題となってお

るところでございます。こちらにつきましては、県事業による里山林整備により整備さ

れ、緩衝帯となりました森林につきまして、３地区におきまして地元自治会等を基盤と

した協議会を組織して、維持管理を実施していただいているところでございます。効果

的な被害防止対策を行うためには、地域に主体的に防除に取り組んでいただくことが重

要でございまして、町といたしましても、地域と一体となって野生鳥獣を農地や生活圏

に寄せ付けない体制づくりを目指し、今後も被害軽減に向けて、捕獲対策、防護対策、

すみ分け対策の３対策を引き続き推進するとともに、生活被害対策にも取り組んでまい

りたいと思っております。３点目でございます。一般家庭へのワイヤーメッシュ柵の助

成についてのご質問でございます。議員のご質問の中にもございましたとおり、野生鳥

獣の生息区域の拡大に伴い、最近では生活圏でのイノシシの目撃情報もあり、今後は生

活環境被害も増加していくのではないかと懸念しているところでございます。先ほども

申し上げましたけれども、本町におきましては、令和４年度よりイノシシなどの有害鳥

獣による生活環境被害を防止するため、自治会へのワイヤーメッシュ柵の貸与を行って

いるところでございます。活用状況といたしましては、令和４年度に１自治会へ２１０

メートル、令和５年度に１自治会へ７４メートルの貸与を実施した次第でございます。



続きまして、４点目の長崎市、時津町との連携についての質問でございます。市町域を

またがる広域地域におきましては、長崎市、時津町、西海市、長崎県県央振興局、およ

び長崎西彼農業協同組合等とともに長崎・西彼有害鳥獣対策協議会を組織し、被害防止

対策の充実強化を図っておるところでございます。協議会では、国庫補助事業を活用し

た狩猟免許取得の助成や、箱わな等の購入事業の他、各市町の取り組みに加えまして、

より効果的な対策を図るため情報交換を行いながら、関係機関の連携の下、有効な被害

防止対策を検討いたしておりまして、被害を軽減できるよう努めているところでござい

ます。以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

金﨑教育長。 

○教育長（金﨑良一君） 

２番目、長与皿山窯跡の保存整備事業についての１点目、令和３年度から実施した発

掘調査の状況についてのご質問につきまして、お答えいたします。本地域につきまして

は、長与三彩関連遺構および隣接する長与皿山窯跡の実態を解明し、その遺跡の保存を

目的とした長与三彩関連遺構発掘調査を令和３年度から行っております。第１期目の成

果といたしましては、付近一帯が焼き物生産地域であったこともあり、隣接する長与皿

山窯跡の操業期と時代が一致する整地面（土層）が確認され、近世陶磁器である皿や椀

の一部、窯道具やれんが等、この地で操業されていたとされる焼き物の関連の遺物が多

数見つかっている状況でございます。しかし、その途中に本調査の指示役である町の専

門職が不在となり、調査自体の中断を余儀なくされ、現在に至っている状況でございま

す。本調査自体は期限を設けた事業ではなく、調査を目的としたものであるため、今後

は早期に専門職員を任用し、継続した調査となるよう努めてまいります。２点目、発見

された遺物の保存、管理計画についてのご質問にお答えいたします。本調査にて発掘さ

れた各種遺物である埋蔵文化財につきましては、現在、長与南小学校の一室を利用し保

存している状況です。今後は、調査を含め、新しく任用される専門職員とともに公開を

加味した適切な管理となるよう努めてまいります。３点目、皿山窯跡の環境整備計画に

ついてのご質問にお答えいたします。皿山窯跡付近の環境整備につきましては、背後地

が山林であることもあり、草木が生えやすい環境となっているため、年２回の除草作業

を行っている状況でございます。また、皿山窯跡本体につきましては、そのまま残すと

いう現状保存という方法で後世まで伝えていきたいと考えております。以上でございま

す。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

それでは再質問をさせていただきます。まず１番目ですけども、今回、鳥獣被害対策

ということでいろいろと調べたんですけども、先ほど、まず聞きたいのが、町長の答弁



で実績、順調であるというふうにあったんですけども、この例えばイノシシの３年度が

６９１.２万円が、令和５年度では６１２万円と約７１万減と。カラスに対しては被害額

が３６.７万円が６万円、さらにはアナグマ等についても減少と、全て順調にいってるよ

うにこのデータから見るんですけども、このデータの算出根拠をお願いしたいんですけ

ども。 

○議長（安藤克彦議員） 

永石産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

被害の面積や被害の額についての算出根拠でございますが、そちらは農協の実行組合

を通じまして、各農家さんに上半期、下半期での被害状況ということを調査を依頼して

回答を頂いたものを集計をしております。令和４年度、５年度の算出の方法としまして

は、被害を受けた鳥獣の種類、発生した農地の所在、農作物、農地の台帳の面積、実際

に被害に遭った面積を回答いただきます。その回答いただいた被害面積に対しまして、

県で定められております農作物の反収ですね、１０アール当たりの平均収穫量、こちら

を乗じて算出された数値を被害額ということで集計をしております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

これからいくと今現在ですね、イノシシはもう農業従事者にちょっと聞いたんですけ

ど、今でもひどい、ずっとひどいということを言われてるんですけども、この減少とい

うのが、私はちょっと信じられないんですけども、この農家さんに調査依頼をされたの

は、回答は全部来たんですかね。回答をされておるのかどうかお聞きします。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

回答率ということでの集計はしておりませんが、結果を見る限りはほとんどの農家で

提出はしていただいてるものと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

一応私ですね、事前に農業従事者の何名かの方にちょっとお伺いしたんですけども、

回答してないと。ゼロということで回答しとる人がいたんですけども。そういうことか

らすれば、実際のこのデータは集まっただけを足しただけですよね、これね。ですから、

未回答の方がおられるということは、本来ならもう少し上がっとると、実際増えてるん

じゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 



産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

我々も毎年毎年同じような調査をさせていただく中で、被害に遭ってますというのも

農家さんも面積を調べていただいたりというのが、やはり負担になってる部分もあるん

じゃなかろうかなとは思って、そういうふうなことで回答の提出していただく内容が実

際と合ってないものもある可能性もあるという思いではおるところで、調査に当たって

はできるだけ正確な数字を上げていただけるようなことでお願いをしております。正確

な数字が上がってこないと、対策についても、効果があってるということで十分な対策

がいかない、できないということも考えられますので、そういうお願いをしているとこ

ろでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

調査票なんですけども、ちょっと私も素人なんであれなんですけども、書くのに結構、

何か地番を行って調べて、それからその広さも測って、それをまたお金にあれして、提

出をするということで結構難しいという方もおられます。そういうことで、例えば今農

家の方が提出されたことについて、その他はもう未提出の方もおられるというのは把握

されて、その後の何らかのフォローみたいな、どうでしょうかというようなフォローな

んかはされてますか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

手書きで集計を提出をしていただいている中で、実際は土地の番地と面積を出してい

ただいているところです。その集計自体を町の職員の方でしておりまして、かなりの数

になりますのでその数字で上がってないっていうことでのフォローアップでの調査って

いうことは実際いたしておりません。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

要望なんですけども、要は今回出とる被害額、それから被害面積、これは本当の数字

じゃないと。もう未提出の方がおられるんで、実際に被害があっても未提出の方がおら

れるということは、このデータは一応確かなものじゃないということで、本来今後もう

対策を講じるからには町の方としても、農家の方にもう一度フォローをして提出をして

いただくようなちょっと努力をしてほしいと、要望です。お願いをしたいと思います。

いかがでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 



山口建設産業部長。 

○建設産業部長（山口新吾君） 

ご提案ありがとうございます。たしかに農業者の方が大部分が出していただかないと

正確な被害というものは算出できないと思っております。そういった正確な被害をうち

が把握した中で、次の対策に移れるものであるというふうに考えておりますので、やは

り今後、来年度に向けましてはまたそういった会議の場で、再度なるべく提出をしてい

ただくように、再度また農業者の皆さまにお願いをさせていただければなというふうに

考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

よろしくお願いいたします。それで調査票についてなんですけども、一応農家の方に

ちょっと聞いたんですけども、これ農家の方の希望なんですけども、調査時期なんです

けども、これ調査時期は今回のデータというのは調査時期はいつ頃だったんですかね。

９月か１０月とか聞いたんですが、その頃ですか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

詳細な時期っていうのはちょっと把握してないんですけども、上半期の結果の集計と

いうことになりますので、９月以降にお願いをして出していただいているものでござい

ます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

農家の方にしたら、その調査票が来たらですね、一番忙しい時とかですね、実際、被

害が出るのはもう今から１２月とか１月とか２月とかですね、その頃にイノシシとかが

来るということで、本来ならもう少し後に提出時期を遅らせてもらうような、町の方の

考慮ができないか、お伺いします。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

調査の時期につきましては、県全体での集計もございますので、長与だけがずらすっ

ていうことはちょっと難しいかなと思うんですけども、上半期、下半期で年２回調査を

お願いをしてますので、その時期等については、また農家さんとも話を伺いながら検討

させていただければなと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 



西田議員。 

○７番（西田健議員） 

分かりました。よろしくお願いします。７年度があれなんで、７年度の結果を実際見

てみたいと思ってますんでよろしくお願いいたします。次の質問なんですけども、ワイ

ヤーメッシュ柵なんですけども、今回、一般家庭にもということで、ちょうどこれは一

般家庭の方から今回通告書にも書いとる、家庭菜園をやられたということなんですけど

も、やはりこれ結構高額であれなんでできないかということなんですけど、補助ができ

ないかということで、先ほど自治会の方で対応するというふうにたしか答弁あったと思

うんですけども、その自治会というのは、どういう感じでするのか、ちょっとお聞きし

ます。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

自治会貸与につきましては、自治会の区域内の生活圏等にイノシシが出てくるとかと

いう所で、山際にワイヤーメッシュを設置したいとかですね、そういったご要望に対し

てワイヤーメッシュの柵を貸与するものでございます。申請につきましては自治会長の

方で産業振興課に来ていただいてご相談していただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

分かりました。個人的にはなかなか難しいということですね。自治会として柵を設け

るというようなニュアンスでいいですかね、そういう感じですかね。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

あくまで個人のお宅とか家庭菜園とかいうことではなくて、自治会として管理をして

いただける所につきまして貸与をしているところでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

分かりました。次の質問で、まず各種課題の達成状況はどうかということであるんで

すけども、猟友会への捕獲業務ということで委託ということであるんですけども、実績

を受け、この西彼地域鳥獣被害防止計画の中に、長与町では捕獲計画っていうのを書い

てあるんですけども、イノシシが令和５年度１２０頭、カラスが２０羽、タヌキが１０

頭、ヒヨドリ１００羽、アナグマが５０頭とアライグマ２頭と、こういう捕獲計画を立



ててるんですけども、イノシシとアライグマの実績は分かりますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

イノシシの捕獲につきましては、実績としまして令和４年度が１５２頭、令和５年度

が１７５頭、アナグマにつきましてはタヌキ等と同じで中型哺乳類という分類で、中型

哺乳類として令和４年度が６６頭、令和５年度が４３頭の捕獲実績でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

分かりました。イノシシについては予想以上に捕獲されてるということで、この捕獲

するのは猟友会の方がされるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

捕獲をしていただくのは町に捕獲の登録をしていただく方ってなるんですけども、猟

友会の方と町職員でも免許を取得した者がわなの設置をして捕獲に当たっているところ

でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

これは例えば農家の方がイノシシを被害に遭ったから捕獲してほしいというふうに、

それは町の方に申し出て猟友会が動くという、そういうシステムになってるんでしょう

か。どういうシステムになってるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

町の方にご相談をまず頂ければ、そこから猟友会の方に相談をして、実際農地への侵

入経路だとか、近くでどこに住んでいることが想定されるかっていうところを勘案して、

わなを設置したりっていうことで対応しております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

分かりました。そして、次にですね、今現在イノシシ結構被害を今してですね、もう

市街化区域内にどんどん入ってきてるということを聞いております。そういうことで、

市街化区域内に入らないような何らかの方法という、ちょっとあれかもしれない、対策



は何か考えておられますでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

市街地に直接入らないというような具体的な対策っていうのはなかなか難しいところ

ではあるんですけども、耕作放棄地が増えたりとかでイノシシの生息区域が市街地に近

づいているということがございますので、そういった農業面での支援とか補助制度とか

で、農地とかイノシシ等が近づかないような緩衝帯の整備とか、その辺りも含めてです

ね力を入れていきたいと考えております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

最後に１点だけ、従来講じてきた防止対策の中で、ＩＣＴ捕獲技術の検討実証機器の

購入助成と。ＩＣＴ捕獲技術というのはどういうものか。 

○議長（安藤克彦議員） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

ＩＣＴ捕獲技術というのは、わなが動物が入った時にわなが作動したら、わなに捕獲

されましたっていうことで通報がわなの設置者の方にメールでいったりとか、あとはわ

な自体を監視するようなシステムでございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

最後ですけども、今お聞きした状況では現在の状況から思うに、まだ今後市街化区域

内にイノシシがさらに増加するではないかと私は危惧しております。最悪、人的被害が

発生することがないように、早い段階でもっと抜本的な対策が必要であると私は思って

おります。そういうことで一般家庭のワイヤーメッシュ柵助成とかですね、この辺も積

極的に取り組んでいただければと思っております。これは希望です。そういうことで、

今後も状況については定期的に確認していきたいと思ってますんでよろしくお願いいた

します。 

次の質問に移ります。長与皿山の窯跡の保存ということで、先ほど学芸員の方が今不

在ということをお聞きしたんですけども。今回この質問をしたのは、視察で皿山の方に

行ったら、もうすごい草が、雑草があるんでもう全然窯跡も、そういう学芸員の方がお

られないというのは私知らなかったんですけども、そういう発掘をしたりとかそういう

のが到底もう無理な状況であるんですけども、そういう件でちょっとお聞きをしたいと

思ったんですけども、１０次総合計画の中で、文化財の保存活用ということで「長与皿



山窯跡をはじめとする本町の貴重な文化財の適正な保存に努めながら、本町の個性とし

て多様なまちづくりへの活用に努めます」と一応書いてあります。そういうことで、今

の雑草が生えとるというのが、ちょっともう発掘調査もできないし、見学もできないと。

もう全然できない、蚊がもうあれしてですね、そこら辺は町としてどう考えてるか。 

○議長（安藤克彦議員） 

中尾生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中尾盛雄君） 

まず窯跡の方ですね、こちらは年２回の草刈りという形でやっております。ここ自体

が、草が生えてても土より下の部分については一切手を加えてない状況ですので、現存

保存という形でやっていけてるものと思っております。もう一つですね、ご質問ありま

した令和３年度からのやってる所ですね、こちらにつきましてはどうしても、こちらも

同じように無理に現状を触ることなく、そのまま残しとって、いざ発掘する時にいつで

も動けるような形で残していきたいと思っております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

学芸員の方が早く来られてですね、リードしていただければいいと思ってるんですけ

ども、ちょっとこれで、すみませんが、遺跡巡りが令和元年２５人を令和７年度４０人

と。この遺跡めぐりというのはされとるんでしょうか。もう学芸員がおられんからあれ

かな。ちょっとお聞きします。 

○議長（安藤克彦議員） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中尾盛雄君） 

今現在は中断しております。 

○議長（安藤克彦議員） 

西田議員。 

○７番（西田健議員） 

学芸員がおられないからあれなんですけども、通告外だったら教えてください。長与

町に各遺跡、遺跡が約３０カ所ぐらいあるんですけども、これは町として何らか定期的

なパトロール等はされてるんでしょうか。 

○議長（安藤克彦議員） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中尾盛雄君） 

３０カ所全て、三十数カ所ありますけど、全てについてパトロールを行っているわけ

でありません。ただ必要な箇所については見に行ったりとかしてるところもあります。 

○議長（安藤克彦議員） 



西田議員。 

○７番（西田健議員） 

ぜひ遺跡については環境をちゃんと整えて、事前にパトロールしてもらえればと思い

ます。ちなみに五輪の塔でしたっけ、私ちょっと行ったんですけども、看板が字が読み

にくい状況になってるんでそこら辺ちょっともう一度確認をお願いします。一応もうあ

とは学芸員の方が来られてのあれになるんですね。一応、終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

○議長（安藤克彦議員） 

これで西田健議員の一般質問を終わります。 

以上で本日の日程は全て終了しました。明日も定刻より本会議を開きます。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １５時４８分） 

 


